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１．令和８年度予算案総括表　

（１） 一 般 会 計

令　　　和

区　分

国県支出金 市　債 その他 国県支出金

31,139,891 3,894,207 12,674,000 5,291,352 9,280,332 28,591,199 3,624,425 

(108.9%) (107.4%) (107.4%) (99.0%) (118.6%)

計 21,859,559 
(105.3%)

2,803,289 301,000 1,528,000 50,085 924,204 3,355,208 267,400 

(83.6%) (112.6%) (68.5%) (126.7%) (113.1%)

計 1,879,085 
(74.0%)

20,957,203 442 － － 20,956,761 20,685,909 442 

(101.3%) (100.0%) (0.0%) (0.0%) (101.3%)

計 442 
(100.0%)

公
債
費

－ － － 1,170,607 △ 1,170,607 － － 

54,900,383 4,195,649 14,202,000 6,512,044 29,990,690 52,632,316 3,892,267 

104.3% 107.8% 101.2% 97.7%

計

令　　　和　　　８　　　年　　　度　　　A

特

※下段(　）書きは対前年度比

道
路
・
街
路

一般財源
予 算 額予 算 額

下
水
道

河

川

財　　源　　内　　訳

特　　定　　財　　源
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△印減

　　７　　　年　　　度　　　B

市　債 その他 国県支出金 市　債 その他

11,798,000 5,344,950 7,823,824 2,548,692 269,782 876,000 △ 53,598 1,456,508 

計 20,767,375 計 1,092,184 

2,231,000 39,545 817,263 △ 551,919 33,600 △ 703,000 10,540 106,941 

計 2,537,945 計 △ 658,860

－ － 20,685,467 271,294 － － － 271,294 

計 442 計 － 

－ 1,278,070 △ 1,278,070 － － － △ 107,463 107,463 

14,029,000 6,662,565 28,048,484 2,268,067 303,382 173,000 △ 150,521 1,942,206 

　財　  源　　内　　訳　　　　

定　　財　　源　
一般財源

(単位:千円)　　　

財　　源　　内　　訳

特　　定　　財　　源
一般財源

比　　　較　　　Ａ　-　Ｂ

予 算 額
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（２）下水道事業会計

○ 収益的収入及び支出

金額　A-B

○ 資本的収入及び支出

金額　A-B

57,605,435 4,168,337 107.2 ％

△ 26,087,183 △ 26,465,633 378,450 98.6 ％

6,867,583 7,389,799 △ 522,216 92.9 ％

35,686,589 31,139,802 4,546,787 114.6 ％

59,021,240 419,010 100.7 ％

52,572,667 51,631,441 941,226 101.8 ％

収 益 的 収 入

収 益 的 支 出

差　　引

比　　較

率　A/B
区　　分

令 和 ７ 年 度
B

令 和 ８ 年 度
A

59,440,250 

資 本 的 収 入

資 本 的 支 出

差　　引

区　　分
令 和 ８ 年 度

A
令 和 ７ 年 度

B

比　　較

率　A/B

61,773,772 
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（単位：千円）

（単位：千円）

備　　　 　　考

備　　　 　　考
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（ 20,504,086千円 ）

（１） 道　路　・　街　路　整　備

（ 9,267,038千円 ）

ア 道路橋りょう整備

（ 7,863,328千円 ）

イ 交通安全施設整備

（ 3,373,720千円 ）

ウ 都市計画道路整備

 都市交通の円滑化を図るとともに、都市の骨格形成や貴重な都市空間を創出する都市計画道路整備を進め
る。

　 安全で快適な生活環境の確保を図るため、都市交通の円滑化や都市の魅力向上等に資する幹線道路や市
民生活に密着した生活道路の整備、ボトルネック交差点などの交通渋滞の改善に取り組む。
　 また、「道路施設アセットマネジメント個別施設計画」に基づく補修等を行う。

　　（ ）書きは７年度予算額

8,343,397千円

3,615,013千円

２．重 要 施 策　

10,219,848千円

22,178,258千円

 市民の安全・安心の確保を図るため、通学路の安全対策や、道路のバリアフリー化、無電柱化、自転車通行
空間の整備等を推進する。

（内訳） （単位：千円）

令和８年度 令和７年度 比較増減 備　 　考

2,439,644 2,108,446 331,198

3,844,048 3,417,144 426,904

6,518,837 5,809,327 709,510

53,000 551,599 △ 498,599

689,000 689,000 － 国道３号等

6,253,570 5,706,713 546,857

2,380,159 2,221,857 158,302

22,178,258 20,504,086 1,674,172

都市計画道路の整備、
無電柱化等

市民生活に密着した道路拡幅や
側溝整備等

通学路等の安全対策、
道路のバリアフリー化、
ゾーン３０プラス、無電柱化等

区　 　分

交 通 安 全 施 設 整 備

幹 線 道 路 整 備

生 活 道 路 等 整 備

西鉄天神大牟田線（雑餉隈駅付近）

道路や橋梁等のアセットマネジメント

事業費対象外給与費、私道整備費
補助金、福岡北九州高速道路公社への
出資金、貸付金等

1 道 路 施 設 の ア セ ッ ト 2
1 マ ネ ジ メ ン ト 2

連 続 立 体 交 差 事 業

直 轄 工 事 費 負 担 金

そ の 他

合 計
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（ 2,820,550千円 ）

（２） 河　川　整　備

（ 2,675,550千円 ）

ア 浸水対策

（ 145,000千円 ）
イ 環境整備

2,265,026千円

2,110,026千円

155,000千円

　 市民が身近にふれあえる水辺環境を創出するため、河川の持つ環境や地域の特性に配慮し、うるおいや親
しみのある環境整備を進める。

　 大雨による河川の氾濫を防止し、浸水被害の軽減を図るため、護岸の整備等の河川改修を推進するととも
に、雨水の流出抑制を目的とした治水池の整備等を行う。
　 また、老朽化した施設の長寿命化を図るため、計画的な修繕・更新を進める。

（内訳） （単位：千円）

令和８年度 令和７年度 比較増減 備　 　考

945,980 1,679,529 △ 733,549

16,000 15,000 1,000 小田川

155,000 145,000 10,000 弁天川

933,727 777,223 156,504 吉塚新川、上牟田川、綿打川等

214,319 203,798 10,521

2,265,026 2,820,550 △ 555,524合 計

環 境 整 備

周船寺川、金屑川、香椎川等治 水 対 策

事業費対象外給与費

1 河 川 施 設 の ア セ ッ ト 2
1 マ ネ ジ メ ン ト 2

そ の 他

局 地 的 豪 雨 対 策

区　 　分
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（３） 下水道整備 千円)

千円

（内訳） (単位:千円)

令和８年度 令和７年度 比較増減

18,845,162 17,539,161 1,306,001

5,054,000 6,230,596 △ 1,176,596

2,927,000 2,774,000 153,000

1,449,238 2,297,792 △ 848,554

388,000 377,451 10,549

343,000 455,000 △ 112,000

29,006,400 29,674,000 △ 667,600合 計

 みなと香椎　外

 東部水処理センター　外

 天神周辺地区　外

再 生 水 利 用

合 流 式 下 水 道 の 改 善

(29,674,000

地 震 対 策

 管渠　36ｋｍ、
 堅粕第３ポンプ場、
 中部水処理センター　外

浸 水 対 策

　下水道サービスを継続的に提供するため、管渠・ポンプ場・水処理センターにおける老朽化した施設の改築

更新に計画的に取り組む。

　また、災害に強い下水道を目指し、重点地区を定めた「雨水整備Doプラン2026」や天神周辺地区の雨水対策

を強化した「雨水整備レインボープラン天神」第２期事業等の浸水対策を推進するとともに、下水道施設の耐震

化に取り組む。

　このほか、未整備区域の解消や合流式下水道の改善、再生水利用下水道事業を推進するとともに、下水汚

泥の有効利用や再生可能エネルギーの導入等に取り組む。

29,006,400

備　　　　考

 筥松第９雨水幹線　外

未 整 備 区 域 の 解 消

下 水 道 施 設 の ア セ ッ ト
マ ネ ジ メ ン ト
（ 改 築 更 新 ）

区　　　分

 中部１１号幹線、金隈地区雨水管、
 西田隈第３雨水幹線　外
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予算案

説明書 令和８年度 令和７年度 金    額 率

ﾍﾟｰｼﾞ A B Ａ - B A/B

(その一) 千円 千円 千円 ％

72,441 143,842 △ 71,401 50.4 

47 　7． 都 市 計 画 費 負 担 金 17,297 7,000 10,297 247.1 

4,704,734 4,689,284 15,450 100.3 

　２項　 手　  数　  料

　7． 土　  木　  手　  数　  料

　３項 　収  入  証  紙  収  入

1． 収　 入　 証　 紙　 収　 入
△ 89

48.7 △ 11,977

３．議案第27号  令和８年度一般会計予算案

（１） 歳入
比　　　較

目

100.0 
 15款　交 通 安 全 対 策

　 特　別　交　付　金
410,000 410,000 － 

100.0 － 410,000 410,000 
1． 交 通 安 全 対 策

特　別　交　付　金

3,384 4,713,923 4,717,307 

　１項　　使　  用　  料
　7． 土　  木　  使　  用　  料

11,388 

1,185 

54
・
55

46
・
47

　１項　　交 通 安 全 対 策
　　 特　別　交　付　金

 16款　分担金及び負担金

 17款　使用料及び手数料

89,738 

100.1 

64

44

　１項　　負　　　  担　　　  金
　　6． 土  木  費  負  担  金

150,842 △ 61,104 59.5 

23,365 

1,274 93.0 

62
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千円
８年度 ７年度 増減

交通安全対策特別交付金

1．土木総務費負担金 13,712 5,391 8,321 
2．道路橋りょう総務費負担金 4,900 6,985 △ 2,085
3．道路維持費負担金 26,427 112,936 △ 86,509
4．道路新設改良費負担金 1,000 3,500 △ 2,500
5．交通安全施設等整備事業費負担金 26,087 14,720 11,367
6．河川水路総務費負担金 100 100 － 
7．河川水路維持費負担金 215 210 5 

街路新設改良費負担金

1．自転車駐車場使用料 873,831 865,831 8,000 
2．バスターミナル使用料 26,217 25,540 677 
3．道路占用料 3,766,577 3,766,171 406 
4．河川水路使用料 32,089 25,766 6,323 
5．河川管理施設使用料 23 23 － 
6．土木施設使用料 4,245 4,211 34 
7．屋台設備使用料 1,752 1,742 10 

1．自転車保管手数料 11,360 23,325 △ 11,965
2．砂利採取計画認可申請手数料 27 39 △ 12
3．特殊車両通行許可申請手数料 1 1 －

収入証紙収入

事 　項 　説 　明
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予算案

説明書 目 令和８年度 令和７年度 金    額 率

ﾍﾟｰｼﾞ A B Ａ - B A/B

(その一) 千円 千円 千円 ％

79
　２項 　国   庫   補   助   金

　7． 土 木 費 国 庫 補 助 金

　２項 　県　　 補　　 助　　 金

　6． 土  木  費  県  補  助  金

　１項　 財  産  運  用  収  入

1． 財　 産　 貸　 付　 収　 入

　２項 　財  産  売  払  収  入

1． 不 動 産 売 払 収 入

　１項 　寄　　　  附　　　  金

　７． 土　木　費　寄　附　金

3,132,937 

比　　　較

353,511 

104,000 

47,881 

3,500 700 

16,000 

109.7 

101.2 

4,220 

3,761 

3,788,267 

835,407 

700 

287,382 

115.4 

112.8 

107.6 

106.1 

43,661 

3,500 

313,239 

　2． 物　品　売　払　収　入 372 

2,952,860 

4,075,649  18款　国   庫   支   出   金

100.0 

107,305 

307,981 

104,000 

180,077 

500.0 

2,800 500.0 

2,800 

187.1 

115.4 16,000 

300,000 － 

－ 

300,000 皆増

120,000 

661,492 

 19款　県　   支　   出　   金 120,000 

942,712 

372 

309,478 

80
・
81

 20款　財　　産　　収　　入

　8． 都市計画費国庫補助金

96

100
・

101

　3． 出　資　金　返　還　金

105
・

106

 21款　寄　　附　　金

110 
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千円
８年度 ７年度 増減

1．道路新設改良費補助金 1,489,217 1,444,825 44,392 
2．交通安全施設等整備事業費補助金 1,462,720 1,341,335 121,385 
3．河川水路改修費補助金 181,000 163,400 17,600 
▲道路交通調査費補助金 － 3,300 △ 3,300

1．街路新設改良費補助金 942,270 834,965 107,305 
2．下水道費補助金 442 442 － 

1．都市基盤河川改修費補助金 85,000 100,000 △ 15,000
2．福岡県流域治水協働推進事業（整備費）補助金 35,000 4,000 31,000

1．土地貸付収入 66,229 68,174 △ 1,945
2．建物等貸付収入 247,010 241,304 5,706

土地建物売払収入

土木総務費寄附金

事 　項 　説 　明

物品売払収入

出資金返還金
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予算案

説明書 目 令和８年度 令和７年度 金  額 率

ﾍﾟｰｼﾞ A B Ａ - B A/B

(その一) 千円 千円 千円 ％

　１項　 延 滞 金 、 加 算 金
　　及  　び  　過  　料

1． 延滞金、加算金及び過料

　２項 　保   険   料   収   入

1． 保     険     料     収     入

　４項 　貸 付 金 元 利 収 入

120 　5． 都 市 計 画 費 貸 付 金

   元 　    利 　    収 　    入

　６項 　補　  償　  金

1． 土　 木　 費　 補　 償　 金

 12項 　雑　　 　入

　8． 土　  木　  費　  雑　  入

　１項 　市　 　　 債

　7． 土　 　　木　 　　債

25,619,693 24,993,832 625,861 102.5 

－ 

97.5 

100.4 

2,774 

92.8 

91.6 

△ 103,582

1,170,607 1,278,070 △ 107,463

35,651 108.4 

173,000 

53,410 207 

32,877 

1,020 101.4 

1,443,589 

100.0 11 

115,000 

58,000 

14,202,000 

1,340,007 

4,694 

 12．そ　 の　 他　 の　 雑　 入

11 

1,984,000 

12,160,000 

14,029,000 

53,203 

12,218,000 

106.2 1,869,000 

4,814 

74,614 

100.5 

△ 120

101.2 

一 般 会 計 歳 入 合 計

 25款　市　 　　 債

比　　　較

117 

126

 24款　諸　  収　  入

127

130
・

131

121

　8． 都　 市 　計 　画 　債

75,634 

118
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千円
８年度 ７年度 増減

1．雇用保険料収入 2,733 2,870 △ 137
2．厚生年金保険料収入 32,918 30,007 2,911

1．道路橋りょう整備債 10,690,000 9,929,000 761,000 
2．河川水路改良債 1,528,000 2,231,000 △ 703,000

1．街路橋りょう整備債 1,073,000 1,055,000 18,000 
2．都市高速道路事業債 911,000 814,000 97,000 

放置自転車売却収得金

土木施設補償金

その他の雑入

高速道路公社貸付金

税外収入延滞金

事 　項 　説 　明
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（２） 歳出

予算案

説明書 目 令和８年度 令和７年度 金    額 率

ﾍﾟｰｼﾞ A B Ａ - B A/B

(その一) 千円 千円 千円 ％

 8 款　土　　 木　　 費

360

～  1 項　土 木 管 理 費 685,685 654,976 30,709 104.7 
363

1．土   木   総   務   費

362  2 項　道路橋りょう費

～ 4,036,712 3,905,648 131,064 103.4 
367 1．道路橋りょう総務費

議案第３２号

 3．平成２４年度一般会計予算案

比　　　較
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千円
８年度 ７年度 増減

1．一般職職員給与費等 652,301 641,048 11,253 
一般職職員・５９人

（うち会計年度任用職員・３人）

関連歳入

(24)諸収入

　雇用保険料収入 147 

　厚生年金保険料収入 868 

 2．その他の経費 33,384 13,928 19,456 
経常事務費等

関連歳入

　土木総務費負担金

　収入証紙収入

（21）寄附金
　土木総務費寄附金

金　　額
 委託料 24,713 
 負担金、補助及び交付金 5 
 その他（事務費等） 660,967 

685,685 

1．一般職職員給与費等 1,603,332 1,575,099 28,233 
一般職職員・２２８人
（うち会計年度任用職員・６８人）

関連歳入

(24)諸収入

　雇用保険料収入 1,662 

　厚生年金保険料収入 22,032 

　土木施設補償金 57,302 

3,500 

 区　　　　分

 計

80,996 

事 　項 　説 　明

1,015 

13,712 

1 

(16)分担金及び負担金

(17)使用料及び手数料
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予算案

説明書 目 令和８年度 令和７年度 金    額 率

ﾍﾟｰｼﾞ A B Ａ - B A/B
(その一) 千円 千円 千円 ％

～

362

～ 1．道路橋りょう総務費

367

比　　　較
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千円
８年度 ７年度 増減

 2．道路台帳補正等経費 228,307 211,849 16,458 

ア．道路台帳補正経費 4,335 

イ．境界協議等事務経費 10,000 

ウ．不法占用物件対策等経費 7 

エ．経常事務費等 2,116 

関連歳入

　屋台設備使用料 1,752 
　収入証紙収入 85 
(20)財産収入
　土地建物売払収入

(24)諸収入
　その他の雑入

 3．自転車対策関連経費 1,920,276 1,654,570 265,706 
有料自転車駐車場管理運営及び放置自転車対策等

関連歳入

　自転車駐車場使用料 873,831 

　土木施設使用料 266 

　自転車保管手数料 11,360 

(20)財産収入
　土地貸付収入

(24)諸収入
4,694 

　その他の雑入 21,875 

(25)市債

　道路橋りょう整備債

 4．駐車対策等経費 119,315 288,948 △ 169,633

関連歳入
(20)財産収入

　土地貸付収入 60,990 

　建物等貸付収入 247,010 

(24)諸収入

　その他の雑入

5,235 

73,818 

事 　項 　説 　明

38,081 28,081 

26,569 

1,433 

78,153 

108,793 110,909 

308,000 

1,157 1,164 

1,837 

31,078 

187,000 

885,457 

1,200 

(17)使用料及び手数料

(17)使用料及び手数料

放置自転車売却収得金
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予算案

説明書 目 令和８年度 令和７年度 金    額 率

ﾍﾟｰｼﾞ A B Ａ - B A/B

(その一) 千円 千円 千円 ％

362

～ 1．道路橋りょう総務費

367

366

～  2．道   路   維   持   費 4,239,236 3,526,489 712,747 120.2 
369

比　　　較
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千円
８年度 ７年度 増減

 5．藤崎バス乗継タ－ミナル管理等経費 50,043 55,705 △ 5,662

関連歳入

　バスタ－ミナル使用料 26,217 

　土木施設使用料 3,979 

(24)諸収入

　その他の雑入

 6．道路照明補助金 94,431 94,431 － 
防犯灯補助事業、防犯灯のＬＥＤ化

 7．その他の経費 21,008 25,046 △ 4,038

関連歳入

　道路橋りょう総務費負担金

1 

　収入証紙収入 1,099 

(24)諸収入

　その他の雑入

金　　額
 委託料 1,767,542 
 使用料及び賃借料 114,008 
 工事請負費 300,117 
 負担金、補助及び交付金 216,768 
 補償、補填及び賠償金 904 
 その他（事務費等） 1,637,373 

4,036,712 

1．一般職職員給与費等 77,845 73,195 4,650 
一般職職員・１６人
（うち会計年度任用職員・１６人）

関連歳入

(24)諸収入

　雇用保険料収入 338 

　厚生年金保険料収入 5,610 

1,246 

3,901 

計

1,100 

事 　項 　説 　明

30,196 

5,948 

 区　　　　分

4,900 

(17)使用料及び手数料

(17)使用料及び手数料

特殊車両通行許可申請手数料

(16)分担金及び負担金
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予算案

説明書 目 令和８年度 令和７年度 金    額 率

ﾍﾟｰｼﾞ A B Ａ - B A/B

(その一) 千円 千円 千円 ％

356 

359 

366

～  2．道   路   維   持   費

369

比　　　較
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千円
８年度 ７年度 増減

 2．維持補修費 3,526,563 2,899,835 626,728 
道路・側溝補修等

関連歳入

　道路維持費負担金

　道路占用料

(20)財産収入

　物品売払収入

(24)諸収入

　税外収入延滞金 10 

　土木施設補償金 18,332 

　その他の雑入 20,775 

(25)市債

　道路橋りょう整備債

 3．道路照明電気料 548,473 548,473 － 

関連歳入

(24)諸収入

　その他の雑入

 4．補修事務所維持管理経費 86,355 4,986 81,369 

金　　額
 光熱水費 395,014 
 修繕料 184,423 
 委託料 1,513,071 
 工事請負費 1,864,431 
 原材料費 27,329 
 負担金、補助及び交付金 144,734 
 その他（事務費） 110,234 

4,239,236 

359,000 

2,980 

計

39,117 

 区　　　　分

26,427 

372 

事 　項 　説 　明

3,766,577(17)使用料及び手数料

(16)分担金及び負担金
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予算案

説明書 目 令和８年度 令和７年度 金    額 率

ﾍﾟｰｼﾞ A B Ａ - B A/B

(その一) 千円 千円 千円 ％

368

～  3．道 路 新 設 改 良 費 10,219,848 9,267,038 952,810 110.3 
371

比　　　較
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千円
８年度 ７年度 増減

1．公共事業 2,893,350 2,800,233 93,117 
道路新設・改良・道路修繕等

千代今宿線　外１５路線

関連歳入
(18)国庫支出金 1,489,217 
　道路新設改良費補助金

(25)市債 1,188,000 
　道路橋りょう整備債

 2．単独事業 6,068,748 5,225,240 843,508 
道路新設・改良・道路修繕等

潟元浜線　外

関連歳入

　道路新設改良費負担金

(25)市債
　道路橋りょう整備債

 3．私道整備費補助金 3,000 3,000 － 

 4．直轄工事費負担金 689,000 689,000 － 

関連歳入

(25)市債
　道路橋りょう整備債

 5．事業費対象外給与費 565,750 549,565 16,185 
一般職職員・８１人
（うち会計年度任用職員・５人）

関連歳入

(24)諸収入

　雇用保険料収入 273 

　厚生年金保険料収入 2,018 

 区　　　　分 金　　額
 委託料 2,258,854 
 工事請負費 5,650,592 
 公有財産購入費 713,600 
 負担金、補助及び交付金 738,375 
 補償、補填及び賠償金 208,912 
 その他（事務費等） 649,515 

10,219,848 計

4,242,000 

事 　項 　説 　明

1,000 

620,000 

2,291 

(16)分担金及び負担金
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予算案

説明書 目 令和８年度 令和７年度 金    額 率

ﾍﾟｰｼﾞ A B Ａ - B A/B

(その一) 千円 千円 千円 ％

370  4．交 通 安 全 施 設 等

～ 　　 整  備  事  業  費 8,343,397 7,863,328 480,069 106.1 
375

比　　　較
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千円
８年度 ７年度 増減

1．公共事業 2,734,849 2,582,468 152,381 
歩道設置・無電柱化・自転車通行空間整備・駐輪場整備等

箱崎１４６号線　外４７路線

関連歳入

(18)国庫支出金
　交通安全施設等整備事業費補助金

(25)市債
　道路橋りょう整備債

 2．単独事業 5,107,508 4,804,659 302,849 
歩道設置・防護柵設置・歩道段差解消・自転車通行空間整備等
後野福岡線　外

関連歳入

　交通安全施設等整備事業費負担金

(25)市債

　道路橋りょう整備債

 3．事業費対象外給与費 501,040 476,201 24,839 
一般職職員・７２人
（うち会計年度任用職員・５人）

関連歳入

(24)諸収入

　雇用保険料収入 151 

　厚生年金保険料収入 1,701 

金　　額

 委託料 1,132,098 

 工事請負費 5,823,098 

 公有財産購入費 252,401 

 負担金、補助及び交付金 30,450 

 補償、補填及び賠償金 512,060 

 その他（事務費等） 593,290 

8,343,397 

事 　項 　説 　明

26,087 

 区　　　　分

1,462,720 

1,125,000 

計

2,969,000 

1,852 

(16)分担金及び負担金
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予算案
説明書 目 令和８年度 令和７年度 金    額 率
ﾍﾟｰｼﾞ A B Ａ - B A/B

(その一) 千円 千円 千円 ％

374  3 項　河 川 水 路 費

～ 158,255 146,667 11,588 107.9 
377 1．河 川 水 路 総 務 費

376

・  2．河 川 水 路 維 持 費 380,008 387,991 △ 7,983 97.9 
377

比　　　較
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千円
８年度 ７年度 増減

1．一般職職員給与費等 154,153 142,415 11,738 
一般職職員・１９人
（うち会計年度任用職員・１人）

関連歳入
(24)諸収入
　雇用保険料収入 93 
　厚生年金保険料収入 361 

 2．その他の経費 4,102 4,252 △ 150

関連歳入

　河川水路総務費負担金

金　　額
26 

2,131 
 その他（事務費等） 156,098 

158,255 

1．一般職職員給与費等 4,479 4,215 264 
一般職職員・１人
（うち会計年度任用職員・１人）

関連歳入
(24)諸収入
　雇用保険料収入 19 
　厚生年金保険料収入 328 

 2．河川水路の維持補修経費 375,529 383,776 △ 8,247

関連歳入

　河川水路維持費負担金

　河川水路使用料 32,089 
　河川管理施設使用料 23 

27 
(20)財産収入
　土地建物売払収入

(24)諸収入
　税外収入延滞金

 区　　　　分 金　　額
 委託料 198,413 
 工事請負費 144,008 
 その他（事務費等） 37,587 

380,008 

事 　項 　説 　明

32,139 

16,803 

347 

 負担金、補助及び交付金

215 

計

 区　　　　分

100 

1 

 委託料

454 

計

砂利採取計画認可申請手数料

(17)使用料及び手数料

(16)分担金及び負担金

(16)分担金及び負担金
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予算案
説明書 目 令和８年度 令和７年度 金    額 率
ﾍﾟｰｼﾞ A B Ａ - B A/B

(その一) 千円 千円 千円 ％

376

～  3．河 川 水 路 改 良 費 2,265,026 2,820,550 △ 555,524 80.3 
381
373 

比　　　較
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千円
８年度 ７年度 増減

1．公共事業 483,500 441,000 42,500 

都市基盤河川改修、準用河川改修等

周船寺川　外６河川　　１池

関連歳入

(18)国庫支出金

　河川水路改修費補助金

(19)県支出金

85,000 

35,000 

(25)市債

　河川水路改良債

 2．単独事業 1,567,207 2,175,752 △ 608,545

河川水路改良、準用河川改修（単独）、局地的豪雨対策、河川施設のアセットマネジメント等

香椎川　外

関連歳入

(25)市債

　河川水路改良債

 3．事業費対象外給与費 214,319 203,798 10,521 
一般職職員・２７人

関連歳入

(24)諸収入

　雇用保険料収入

金　　額
 委託料 394,699 
 工事請負費 1,500,508 

102,800 
 補償、補填及び賠償金 24,000 
 その他（事務費等） 243,019 

2,265,026 

事 　項 　説 　明

26 

164,000 

 区　　　　分

181,000 

120,000 

 負担金、補助及び交付金

計

1,364,000 

都市基盤河川改修費補助金

福岡県流域治水協働推進事業（整備費）補助金
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予算案

説明書 目 令和８年度 令和７年度 金    額 率

ﾍﾟｰｼﾞ A B Ａ - B A/B

(その一) 千円 千円 千円 ％

 9 款　都 市 計 画 費

402

～  3 項　街路橋りょう費 3,615,013 3,373,720 241,293 107.2 
407

1．街 路 新 設 改 良 費

比　　　較
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千円
８年度 ７年度 増減

1．公共事業 1,787,640 1,584,919 202,721 

新設改良 699,116 

（都）千鳥橋唐人町線　外８路線

▲．鉄道高架 △ 496,395

西鉄天神大牟田線連続立体交差事業（雑餉隈駅付近）

関連歳入

(18)国庫支出金

　街路新設改良費補助金

(25)市債

　街路橋りょう整備債

 2．単独事業 517,004 595,710 △ 78,706

（都）国道３号線　外

関連歳入

　街路新設改良費負担金

(25)市債

　街路橋りょう整備債

 3．都市高速道路事業 953,488 850,919 102,569 

関連歳入
(20)財産収入

　土地貸付収入

(25)市債

　都市高速道路事業債

1,088,524 1,787,640 

事 　項 　説 　明

496,395 － 

4 

911,000 

942,270 

761,000 

17,297 

312,000 

福岡北九州高速道路公社への出資金、貸付金等

(16)分担金及び負担金
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予算案

説明書 目 令和８年度 令和７年度 金    額 率

ﾍﾟｰｼﾞ A B Ａ - B A/B

(その一) 千円 千円 千円 ％

403 

402

～ 1．街 路 新 設 改 良 費

407

～

416  5 項　下　 水　 道　 費

・ 20,957,203 20,685,909 271,294 101.3 
417 1．下 　 水 　 道 　 費

413 

比　　　較
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千円
８年度 ７年度 増減

 4．事業費対象外給与費 356,881 342,172 14,709 
一般職職員・４６人

関連歳入

(24)諸収入

　雇用保険料収入

 区　　　　分 金　　額
 委託料 247,297 
 工事請負費 586,767 
 公有財産購入費 88,185 

305,075 
 補償、補填及び賠償金 950,865 
 その他（事務費等） 1,436,824 

3,615,013 

1．下水道事業に対する負担金 271,294 

 2．水洗化促進事業 － 

関連歳入

(18)国庫支出金

　下水道費補助金

20,684,581 

計

20,955,875 

24 

事 　項 　説 　明

1,328 

 負担金、補助及び交付金

442 

1,328 
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予算案

説明書 目 令和８年度 令和７年度 金  額 率

ﾍﾟｰｼﾞ A B Ａ - B A/B
(その一) 千円 千円 千円 ％

 14 款　公　　債　　費

 1 項　公　　 債　　 費 － － － － 
1．元 　　　金

482

～

485

 2．利　　　　 　　　 子 － － － － 

54,900,383 52,632,316 2,268,067 104.3 一 般 会 計 歳 出 合 計

比　　　較
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千円
24年度 23年度 増減

長期債元金償還金

　 福岡北九州高速道路公社貸付金に係る元金収入

関連歳入
(24)諸収入
　高速道路公社貸付金

長期債利子
福岡北九州高速道路公社貸付金に係る利子収入

関連歳入

(24)諸収入
　高速道路公社貸付金

・関連歳入

82,162 

・関連歳入

事 　項 　説 　明

1,088,445 
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（３） 債務負担行為

事  項 期    間 限　度　額

千円

令和９年度 51,000

令和９年度 12,000

令和９年度 31,500

令和９年度 20,000

令和９年度 39,300

令和８年度から 800,000千円を限度とする
貸付金相当額

令和28年度まで

令和８年度から 11,310,000千円を限度とする
貸付金及びこれに対する利息の

令和28年度まで 合計額相当額

都 市 基 盤 河 川 改 修 事 業

都 市 再 生 整 備 計 画 事 業

ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト
（ 河 川 施 設 等 ）

河 川 環 境 整 備 事 業

準 用 河 川 改 修 事 業

福岡北九州高速道路公社に対する
政府資金貸付金に係る債務保証

福岡北九州高速道路公社に対する
民間資金等貸付金に係る債務保証
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（４） 地方債

令和８年度 令和７年度 比　　較

Ａ Ｂ Ａ－Ｂ

千円 千円 千円

道路橋りょう整備費 10,690,000 9,929,000 761,000 

河川水路改良費 1,528,000 2,231,000 △ 703,000

街路橋りょう整備費 1,073,000 1,055,000 18,000 

都市高速道路事業費 911,000 814,000 97,000 

限　 　度　　　　額

起　債　の　目　的
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 ４．議案第43号　令和８年度下水道事業会計予算案

(１) 業務の予定量

A　-　B A　/　B

ha ha ha ％

1. 17,225 17,223 2 100.0

m3 m3 m3 ％

2. 193,000,000 192,000,000 1,000,000 100.5

千円 千円 千円 ％

3. 

(２) 予　算　案

ア 収益的収入及び支出

款 金　額 A-B 率 A/B

千円 千円 千円 ％

2. 営 業 外 収 益 9,831,716 9,796,886 34,830 100.4

3. 特 別 利 益 36,344 22,441 13,903 162.0

(1)

3. 特 別 損 失 36,175 35,964 211 100.6

4. 予 備 費 30,000 30,000 - 100.0

52,572,667 51,631,441 941,226 101.8

6,867,583 7,389,799 △ 522,216 92.9

令和７年度
B

100.7

29,674,000

100.8

比　　　較

比　　　較

857,879 101.8

102.2

419,010

科　 　目

項
令和８年度

A

47,841,39348,699,272

令和７年度
B

年 間 処 理 水 量

97.8△ 667,600

370,27749,572,190営 業 収 益(1)

 管渠、ポンプ場及び下水処理場
　整備事業費

29,006,400

処 理 面 積

区　 　分
令和８年度

A

下

水

道

事

業

費

用

1.

主 要 な 建 設 改 良 事 業

2.

49,201,9131.

59,440,250

営 業 費 用

計

営 業 外 費 用

支

出

3,807,220 3,724,084 83,136

59,021,240計

下

水

道

事

業

収

益

差　　　引

区
分

収

入
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イ 資本的収入及び支出

款 金　額 A-B 率 A/B

千円 千円 千円 ％
(1) 1. 企 業 債 18,577,000 17,404,000 1,173,000 106.7

2. 国 庫 補 助 金 5,882,700 6,680,937 △ 798,237 88.1

4. 他 会 計 負 担 金 4,285,718 4,297,494 △ 11,776 99.7

5. 固 定 資 産 売 却 代 金 105 33  72 318.2

6. 水洗化貸付事業収入 1,162 1,690 △ 528 68.8

7.
企 業 債 償 還 金
積 立 金 戻 入

6,623,580 2,245,320 4,378,260 295.0

8. 雑 収 入 15,987 12,522 3,465 127.7

35,686,589 31,139,802 4,546,787 114.6

1. 建 設 改 良 費 30,521,159 31,094,221 △ 573,062 98.2

(1)

3. 水 洗 化 貸 付 事 業 費 2,355 2,355 - 100.0

4. 国 庫 返 還 金 5,712 5,712  - 100.0

5.
企 業 債 償 還 金
積 立 金

6,047,960 5,714,300 333,660 105.8

61,773,772 57,605,435 4,168,337 107.2

△26,087,183 △26,465,633 378,450 98.6

7,010,185 6,650,165 360,020 105.4

17,605,092 18,260,017 △ 654,925 96.4

26,087,183 26,465,633 △ 378,450 98.6

資

本

的

支

出

60.3300,337 △ 197,469

比　　　較

負 担 金3.

項

△ 83,545

497,806

121.2

科　 　目 令和８年度
A

収

入

計

令和７年度
B

区
分

20,783,847

損 益 勘 定 留 保 資 金

計

補
て
ん
財
源

減 債 積 立 金

支

出

消 費 税 及 び 地 方 消 費 税

差　　　引

1,471,906 1,555,451

-  

計

6. 予 備 費 5,000

資

本

的

収

入

100.0

94.6資 本 的 収 支 調 整 額

2. 償 還 金 25,191,586 4,407,739

5,000
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（３）予算案の内訳

ア 収益的収入及び支出

（収　　入）

令和８年度 令和７年度 金　額 率

A B A-B A/B

(その二) 千円 千円 千円 ％

1. 下 水 道 使 用 料 28,570,170 31,729,060 △ 3,158,890 90.0

3,200,843 

64,255 105.9

比　　　較

260,362 101.7

1,089,799 その他営業収益5.

78,516 3,707 104.7

15,932,637 15,672,275 

1,154,054 

雨水処理負担金

3,833,106 632,263 606.3

82,223 

予算案
説明書
ページ

1項　営 業 収 益

目

4. 受 託 事 業 収 益

3. その他他会計負担金

1款　下水道事業収益

2.

188
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千円

　　８年度 　　７年度 　　増　減

　福岡市下水道条例に基づく使用料

　水質規制、水洗化促進等に係る一般会計負担金

　　1. 水質規制費負担金 80,545 79,856 689

　　2. 水洗化促進費負担金 93,936 72,151 21,785

　　3. その他負担金 3,658,625 480,256 3,178,369

　再生水料金等

　　1. 再生水料金 798,682 729,768 68,914

　　2. 営業雑収益等 355,372 360,031 △4,659

　雨水処理に係る一般会計負担金

　下水処理に係る受託事業収益

事　　　項　　　説　　　明
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令和８年度 令和７年度 金　額 率

A B A-B A/B

(その二) 千円 千円 千円 ％

1. 過年度損益修正益 36,300 22,400 13,900 162.1

2. その他特別利益 44 41 3 107.3

97.1

142,088 

9,345 112.0

78.982,549 

5,151 

△ 13

比　　　較

△ 17,390

37,737 

100.1

収 益 的 収 入　 合 計

3項　特 別 利 益

目

1. 受取利息及び配当金

他 会 計 負 担 金 65,159 

126.6

雑　 収　 益

2. 国  庫  補  助  金

5.

3.

9,498,914 

179,825 

87,380 78,035 

438 451 

9,493,763 

予算案
説明書
ページ

188

2項　営 業 外 収 益

419,010 100.759,440,250 59,021,240 

4. 長期前受金戻入
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千円

　　８年度 　７年度 　　増　減

　市債管理基金運用に係る利息等

1. 市債管理基金利息 179,725 141,988 37,737

2. 預金利息等 100 100 -  

　下水道事業特別措置債利息等に係る一般会計負担金

1. 下水道事業特別措置債利息 15,809 27,312 △11,503

2. 流域下水道事業に係る企業債利息等 49,350 55,237 △5,887

　下水道使用料等還付請求権の時効消滅分

　雨水流出抑制施設助成等に対する国庫補助金

　償却資産の取得のために受け入れた国庫補助金の減価償却費等見合い分の収益化額

　下水道用地の占用料等

事　　　項　　　説　　　明

　下水道使用料の過年度分に係る修正益
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（支　　出）

令和８年度 令和７年度 金　額 率

A B A-B A/B

(その二) 千円 千円 千円 ％

1項　営 業 費 用

1. 管　 渠　 費 2,262,380 2,148,057 114,323 105.3

2,798,938 2,863,556 2. ポ ン プ 場 費 64,618 

1款　下水道事業費用

比　　　較

102.3

予算案
説明書
ページ

目

189
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千円

　　８年度 　７年度 　増　減

　管渠等施設の維持管理に要する費用

1. 管渠の清掃経費 1,206,603 1,122,810 83,793

枝線清掃(800mm未満)、幹線清掃、スクリーン清掃等

2. 管渠の補修等経費 778,880 741,987 36,893

既設管調査、マンホール蓋取替、一般補修等

3. 下水道施設管理システム等経費 76,933 76,258 675

4. その他の経費 199,964 207,002 △7,038

蒲田汚泥処理施設経費等

　ポンプ場１２９ヵ所等の施設の維持管理に要する費用

1. 中継ポンプ場等７９ヵ所の維持管理経費 1,074,961 1,015,638 59,323

(1) 機器運転等委託料 760,944 688,224 72,720

(2) 動力費 188,234 203,312 △15,078

(3) 修繕費 91,254 87,687 3,567

(4) その他の経費 34,529 36,415 △1,886

光熱水費等

2. 排水ポンプ場５０ヵ所等の維持管理経費 1,788,595 1,783,300 5,295

(1) 機器運転等委託料 1,320,952 1,220,105 100,847

(2) 動力費 270,227 314,369 △44,142

(3) 修繕費 149,104 149,274 △170

(4) その他の経費 48,312 99,552 △51,240

光熱水費等

事　　　項　　　説　　　明
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令和８年度 令和７年度 金　額 率

A B A-B A/B

(その二) 千円 千円 千円 ％

△ 149 98.9

8,597,262 106.38,086,818 

目

13,944 13,795 

処  理  場  費3.

水 質 指 導 費

510,444 

比　　　較予算案
説明書
ページ

4.

189
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千円

　　８年度 　７年度 　増　減

1. 水処理センターの維持管理経費 7,914,219 7,479,333 434,886

(1) 機器運転委託料 2,621,994 2,280,411 341,583

(2) 清掃等その他の委託料 1,685,994 1,531,642 154,352

(3) 動力費、薬品費 2,312,554 2,379,411 △66,857

(4) 修繕費 932,738 953,353 △20,615

(5) その他の経費 360,939 334,516 26,423

備消耗品費等

2. 下水汚泥輸送処理処分経費 383,852 375,229 8,623

3. 再生水利用下水道施設経費 299,191 232,256 66,935

(1) 機器運転等委託料 127,535 107,209 20,326

(2) 動力費、薬品費 81,355 77,966 3,389

(3) その他の経費 90,301 47,081 43,220

備消耗品費等

　水質の監視、指導等に要する費用

1. 汚水幹線等水質調査業務委託料 9,990 9,989 1

2. その他監視、指導等経費 3,805 3,955 △150

事　　　項　　　説　　　明

　水処理センター６ヵ所 及び 再生水利用下水道施設の維持管理等に要する費用

汚コ
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令和８年度 令和７年度 金　額 率

A B A-B A/B

(その二) 千円 千円 千円 ％

比　　　較

6.

7.

66,891 

流 域 下 水 道 費

総　 係　 費

水 洗 化 促 進 費

2,176,517 △ 80,437 

96.3

163.242,297 

96.32,096,080 

8.

5.

予算案
説明書
ページ

目

業　 務　 費 △ 71,124 1,866,524 1,937,648 

421,022 417,116 3,906 100.9

109,188 

189
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千円

　　８年度 　　７年度 　増　減

　水洗化の普及、促進及び水洗便所改造資金の貸付事務等に要する費用

1. 低地排水設備工事費補助金 750 750 -  

2. 私道排水設備工事費補助金 235 235 -  

3. 水洗便所改造補助金 516 516 -  

4. 排水設備の完了検査業務等委託料 102,247 60,377 41,870

5. その他の経費 5,440 5,013 427

　下水道使用料の徴収事務等に要する費用

1. 下水道使用料等徴収事務費負担金 1,776,637 1,893,439 △116,802

2. 貸倒引当金繰入額 26,022 13,617 12,405

3. その他の経費 63,865 30,592 33,273

　下水道事業活動の全般に関連する費用

1. 下水道広報経費 27,957 30,906 △2,949

2. 庁舎使用料・経費負担金 243,684 244,278 △594

3. 排水設備分流化改造工事費助成 30,140 30,800 △660

4. 雨水流出抑制施設に係る助成 648 663 △15

5. 下水道分野における国際展開事業 32,866 36,060 △3,194

6. その他一般管理経費 85,727 74,409 11,318

事　　　項　　　説　　　明

　流域下水道の維持管理に要する負担金
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令和８年度 令和７年度 金　額 率

A B A-B A/B

(その二) 千円 千円 千円 ％

9. 給　 与　 費 1,591,734 1,608,330 △ 16,596 99.0

1. 固定資産売却損 259 94 165 275.5

減 価 償 却 費

支払利息及び
企業債取扱諸費

1.

10.

2. 消　 費　 税

3項　特 別 損 失

28,630,778 28,357,959 101.0

比　　　較

3,527,341 

3. 雑　 支　 出

3,492,238 

272,819 

11.資 産 減 耗 費 246,953 229,175 

12,935 10,253 

17,778 

2,682 126.2

予算案
説明書
ページ

目

35,103 101.0

107.8

266,944 221,593 45,351 120.5

2項　営 業 外 費 用

189

190
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千円

　　８年度 　７年度 　増　減

　損益勘定支弁職員に係る給与費

　一般職職員　１９３人（うち会計年度任用職員　４４人）

　固定資産の減価償却費

1. 固定資産除却費 63,849 1,000 62,849 

2. 固定資産除却損 183,104 228,175 △45,071

　企業債及び一時借入金に係る利息等

1. 企業債利息 3,473,895 3,446,352 27,543

2. 一時借入金利息 1,000 1,000 -  

3. 企業債取扱諸費 52,446 44,886 7,560

　消費税納付額

事　　　項　　　説　　　明

　 軽自動車売却に伴う売却損

　下水道使用料の還付加算金等
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令和８年度 令和７年度 金　額 率

A B A-B A/B

(その二) 千円 千円 千円 ％

2. 過年度損益修正損 35,715 35,693 22 100.1

1. 予　 備　 費 30,000 30,000 - 100.0

目

比　　　較

4項　予　 備　 費

24 113.6201 177 3.

51,631,441 941,226 101.8

190

52,572,667 収 益 的 支 出　合 計

その他特別損失

予算案
説明書
ページ
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事　　　項　　　説　　　明

　下水道使用料の過年度分に係る更正等

　受益者負担金の過年度分に係る更正等
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イ 資本的収入及び支出

（収　　入）

令和８年度 令和７年度 金　額 率

A B A-B A/B

(その二) 千円 千円 千円 ％

1. 国 庫 補 助 金 5,882,700 6,680,937 △ 798,237 88.1

1. 受 益 者 負 担 金 16,111 35,228 △ 19,117 45.7

61.4

14,505,000 

2,899,000 

462,578 

103.8建 設 企 業 債

2. △ 178,352 

予算案
説明書
ページ

目

借　 換　 債2.

2項　国 庫 補 助 金

284,226 

15,049,000 

3,528,000 

191

1款　資 本 的 収 入

3項　負　 担　 金

1項　企　 業　 債

1.

比　　　較

629,000 121.7

544,000 

工 事 負 担 金

 
-55-



千円

　８年度 　７年度 　　増　減

　公共下水道整備事業等に充当する企業債

1. 公共下水道事業債 14,727,000 14,233,000 494,000

2. 流域下水道事業債 322,000 272,000 50,000

　公共下水道整備事業に対する国庫補助金

　福岡広域都市計画下水道事業受益者負担に関する条例に基づく受益者負担金

　公共下水道整備事業に伴う工事負担金

　企業債(市場公募債)に係る借換債

事　　　項　　　説　　　明
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令和８年度 令和７年度 金　額 率

A B A-B A/B

(その二) 千円 千円 千円 ％

1. 他 会 計 負 担 金 4,285,718 4,297,494 △ 11,776 99.7

1. 105 33 72 318.2

1. 水洗化貸付金回収金 1,162 1,690 △ 528 68.8

1. 6,623,580 2,245,320 4,378,260 295.0

1. その他雑収入 15,987 12,522 3,465 127.7

比　　　較

4,546,787 114.631,139,802 

器具備品及びその他
売却代金

7項　企 業 債 償 還 金
　　積 立 金 戻 入

企 業 債 償 還 金
積 立 金 戻 入

35,686,589 

5項　固定資産売却代金

191

予算案
説明書
ページ

目

4項　他 会 計 負 担 金

資 本 的 収 入  合 計

6項　水 洗 化 貸 付
　　事 業 収 入

8項　雑　　収　　入
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　下水道事業特別措置債元金償還金等に係る一般会計負担金

　水洗便所改造資金貸付金の回収金

　下水道用地の使用料等

事　　　項　　　説　　　明

　軽自動車買い換えに伴う売却

　企業債元金の満期一括償還のための市債管理基金積立金の取崩収入
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（支　　出）

令和８年度 令和７年度 金　額 率

A B A-B A/B

(その二) 千円 千円 千円 ％

1款　資 本 的 支 出

1項　建 設 改 良 費

1. 公共下水道整備費 29,006,400 29,674,000 △ 667,600 97.8

比　　　較予算案
説明書
ページ

目

192
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千円

　８年度 　７年度 　増　減

　管渠、ポンプ場、水処理センター等の下水道施設の新設、改良に要する経費

1. 公共事業 11,509,000 12,980,000 △1,471,000

(1) 管渠整備 5,951,000 6,761,235 △810,235

管路延長　6,440m（中部11号幹線　外）

(2) ポンプ場整備 2,247,000 1,609,000 638,000

堅粕第３ポンプ場（電気設備更新）　外

(3) 処理場整備 3,130,000 4,289,765 △1,159,765

・和白水処理センター（送風機設備更新　外）

・東部水処理センター（焼却設備改修　外）

・中部水処理センター（汚泥脱水機付帯機械設備更新　外）

・西部水処理センター（下水バイオガス発電設備新設　外）

(4) 再生水利用下水道施設整備 181,000 320,000 △139,000

東部水処理センター（再生処理設備更新工事）　外

2. 単独事業(事業計画区域内) 17,497,400 16,694,000 803,400

(1) 管渠整備 15,546,400 14,127,543 1,418,857

管渠延長　56,741m

(2) ポンプ場整備 445,790 547,300 △101,510

築地町ポンプ場（電気設備改良）　外

(3) 処理場整備 1,343,210 1,884,157 △540,947

和白水処理センター（消化槽防食更新）　外

(4) 再生水利用下水道施設整備 162,000 135,000  27,000

東部水処理センター（再生処理設備更新工事）　外

事　　　項　　　説　　　明
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令和８年度 令和７年度 金　額 率

A B A-B A/B

(その二) 千円 千円 千円 ％

38.4

350,779 291,898 120.2

予算案
説明書
ページ

目

192

4.

3.

受益者負担金経費

2.

5. 固定資産購入費

△ 2,771

11,465 △ 18,422

1,033,384 55,608 105.4

比　　　較

 区域外下水道整備費

58,881 

78.7

29,887 

7. 建 設 利 息 13,000 13,000 －

流域下水道整備費

10,229 13,000 

100.0

6. 給　 与　 費 1,088,992 

40,294 39,052 1,242 103.2
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千円

　８年度 　７年度 　増　減

　事業計画区域外下水道整備に要する経費

　受益者負担金の徴収事務等に要する経費

1. 前納報奨金 2,007 4,695 △2,688

2. 徴収事務等経費 9,458 25,192 △15,734

　固定資産の購入に要する経費

1. 水質試験用器具等 16,251 14,106 2,145

2. その他固定資産購入費 24,043 24,946 △903

　資本勘定支弁職員に係る給与費

　一般職職員　１３７人（うち会計年度任用職員　１３人）

事　　　項　　　説　　　明

　流域下水道整備に要する建設費負担金

　汚水に係る未稼働施設の企業債利息
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令和８年度 令和７年度 金　額 率

A B A-B A/B

(その二) 千円 千円 千円 ％

2項　償　 還　 金

1. 企 業 債 償 還 金 25,191,586 20,783,847 4,407,739 121.2

1. 水 洗 化 貸 付 金 2,355 2,355 - 100.0

1. 国 庫 返 還 金 5,712 5,712 - 100.0

1. 6,047,960 5,714,300 333,660 105.8

1. 予　 備　 費 5,000 5,000 - 100.0

資 本 的 支 出  合 計

6項　予　 備　 費

5項　企 業 債 償 還 金
　　　 積 立 金

企 業 債 償 還 金
積 立 金

4項　国庫返還金

3項 水洗化貸付事業費

192

予算案
説明書
ページ

目

比　　　較

4,168,337 107.261,773,772 57,605,435 
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千円

　建設企業債の元金償還金等 　８年度 　７年度 　増　減

1. 企業債の元金償還金 21,662,866 17,883,847 3,779,019

2. 企業債(市場公募債)の借換に係る元金償還金 3,528,720 2,900,000 628,720

　下水道用地の使用料収入に伴う国庫返還金

　企業債元金の満期一括償還のための市債管理基金積立金

　水洗便所改造資金貸付金
　　・貸付予定個数　　  　　6個
　　・貸付限度額　　 　430千円
　　・償還方法　　　　　無利子、40回均等償還

事　　　項　　　説　　　明
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(４) 債務負担行為

期　　間

千円

令和９年度以降 13,869,211

(５) 企　業　債

令和８年度 A 令和７年度 B 比　較  A-B

千円 千円 千円

(６) 一時借入金

千円

(７) 予定支出の各項の経費の金額の流用

限　　　度　　　額事　　　　項

令和９年度

3,562,600

令和９年度から

令和11年度まで

ポ ン プ 場 整 備 事 業
（ 興 徳 寺 ポ ン プ 場 外 ）

消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 に 不 足 が 生 じ た 場 合
における営業費用及び営業外費用の間の流用

20,000,000

予定支出の各項の経費の金額
を流用することができる場合

544,00014,505,000

限 度 額

15,049,000下 水 道 建 設 事 業 費

起 債 の 目 的

4,360,928

管 渠 整 備 事 業
（ 中 部 11 号 幹 線 外 ）

令和９年度
及び

令和10年度

限　　　度　　　額

処 理 場 整 備 事 業
（ 中 部 水 処 理 セ ン タ ー 外 ）

令和９年度以降
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【参考】下水道使用料比較表

令 

単価 構成比 構成比 構成比 構成比

円／月 世帯 ％ 千m3 ％ 千円 ％ 世帯 ％

760 -  -  -  -  8,809,131 30.6 -  -  

[月使用量]　m3 円／m3

1 ～ 10 13 6,384,262 54.0 87,980 54.2 1,143,740 4.0 6,168,482 52.8

11 ～ 20 152 4,009,790 33.9 31,804 19.6 4,834,208 16.8 4,007,602 34.3

21 ～ 30 188 1,080,222 9.1 8,002 4.9 1,504,376 5.2 1,135,892 9.7

31 ～ 50 246 247,872 2.1 3,496 2.2 860,016 3.0 272,888 2.3

51 ～ 100 278 48,634 0.4 3,732 2.3 1,037,496 3.6 49,756 0.4

101 ～ 300 311 34,558 0.3 6,800 4.2 2,114,800 7.3 35,626 0.3

301 ～ 1,000 366 16,084 0.1 7,812 4.8 2,859,192 9.9 15,498 0.1

1,001 ～ 5,000 417 5,294 0.1 8,525 5.3 3,554,925 12.3 5,440 0.1

5,001 ～ 515 796 0.0 4,087 2.5 2,104,805 7.3 712 0.0

- -  -  -  △ 2,850,259 － - -  

円／月

560

円／m3

12

11,827,612 100.0 162,271 100.0 25,972,882 100.0 11,692,012 100.0

2,597,288 

11,827,612 100.0 162,271 100.0 28,570,170 11,692,012 100.0

4月・5月検針減免

(税込み)

合　計

- -  消　費　税 - -  -  -  

合　計

(税抜き)

　計 100 0.0 33 0.0 452 0.0 116 0.0

0.0 -  -  従 量 使 用 料 -  -  33 0.0 396 

0.0 116  0.0基 本 使 用 料 100  0.0 -  -  56 

公
衆
浴
場
汚
水

計 11,827,512 100.0 162,238 100.0 25,972,430 100.0 11,691,896 100.0

69.4 11,691,896 100.0小　計 11,827,512 100.0 162,238 100.0 20,013,558 

　大　　　口

36.1 379,208 3.2中　口　　計 352,442 3.0 30,365 18.8 10,426,429 

26.0 11,311,976 96.8小　口　　計 11,474,274 97.0 127,786 78.7 7,482,324 

従

量

使

用

料

一

般

汚

水

基 本 使 用 料

汚
水
の
種
類

使 用 料 区 分

令 和 ８ 年 度　　A

延世帯数
（階層別）

有収水量
（段階別）

下水道使用料
（段階別）

延世帯数
（階層別）
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構成比 構成比

千m3 ％ 千円 ％ 世帯 千m3

- -  8,708,124 30.2 -  -  

87,872 53.8 1,142,336 4.0 215,780 108 

32,988 20.2 5,014,176 17.4 2,188 △ 1,184

8,167 4.9 1,535,396 5.4 △ 55,670 △ 165

3,693 2.3 908,478 3.1 △ 25,016 △ 197

3,773 2.3 1,048,894 3.6 △ 1,122 △ 41

6,804 4.2 2,116,044 7.3 △ 1,068 △ 4

7,743 4.7 2,833,938 9.8 586 69 

7,988 4.9 3,330,996 11.6 △ 146 537 

4,283 2.7 2,205,745 7.6 84 △ 196

-  -  -  -  - -  -  -  

163,345 100.0 28,844,600 100.0 135,600 △ 1,074

2,884,460 

163,345 100.0 31,729,060 135,600 △ 1,074

△ 2,850,259 －

101.2 99.3 △ 3,158,890 90.0

－ － － △ 287,172 90.0-  -  －

101.2 99.3 △ 2,871,718 90.0

△ 1 97.1 △ 21 95.634 0.0 473 0.0 △ 16 86.2

97.1△ 1 97.1 △ 120.0 0.0 -  -  34 408 

86.20.0 △ 16 86.2 -  - △ 9 -  -  65 

△ 1,073 99.3 △ 2,871,697 90.0163,311 100.0 28,844,127 100.0 135,616 101.2

99.4 69.8 135,616 101.2 △ 1,073 99.3 △ 122,445163,311 100.0 20,136,003 

111.8 95.4 △ 100,940 95.4 

101.8 35.4 △ 26,766 92.9 364 101.2 188,079 30,001 18.4 10,238,350 

97.3 106.7 223,929 106.7 

103.8 100.9 25,254 100.9 

97.0 99.9 △ 1,244 99.9 

97.7 98.9 △ 11,398 98.9 

90.8 94.7 △ 48,462 94.7 

97.3 26.8 162,298 101.4 △ 1,241 99.0 △ 209,584129,027 78.9 7,691,908 

95.1 98.0 △ 31,020 98.0 

100.1 96.4 △ 179,968 96.4 

103.5 100.1 1,404 100.1 

-  -  101,007 101.2 

千円

下水道使用料
（段階別）

延世帯数
（階層別）

有収水量
（段階別）

下水道使用料
（段階別）

対前年度比 対前年度比 対前年度比

　和 ７ 年 度　　B　 比　　較　(A-B)

有収水量
（段階別）
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議案第76号

議案第76号 

福岡市建築物における駐車施設の附置等に関する条例の一部を改正する条例案 

上記の議案を提出する。 

令和８年２月24日 

福岡市長 髙  島  宗 一 郎 

理由 

この条例案を提出したのは、本市における自動車等の駐車需要の変化に対処するため、共

同住宅における荷さばきのための駐車施設の附置に係る規定及び既存建築物に附置された駐

車施設に収容すべき自動車の台数等の特例について定める等の必要があるによる。 

福岡市建築物における駐車施設の附置等に関する条例の一部を改正する条例 

 福岡市建築物における駐車施設の附置等に関する条例（昭和47年福岡市条例第55号）の一

部を次のように改正する。 

第３条第１項の表駐車場整備地区等の部建築物の全部又は一部を特定用途に供するものの

項中「を特定用途」の次に「（法第20条第１項に規定する特定用途をいう。以下同じ。）（

共同住宅を除く。）」を、「「特定部分」という。）」の次に「（共同住宅の用途に供する

部分を除く。）」を、「同じ。）と」の次に「共同住宅の用途及び」を加え、「（以下「非

特定部分」という。）」を削り、同部建築物の全部を非特定用途に供するものの項中「全部

を」の次に「共同住宅の用途及び」を加え、同表周辺地区又は自動車ふくそう地区の項中「

特定用途」の次に「（共同住宅を除く。）」を、「特定部分」の次に「（共同住宅の用途に

供する部分を除く。）」を加え、同表備考中「非特定部分」を「共同住宅の用途及び非特定

用途に供する部分」に改め、同条第２項中「特定部分」の次に「（共同住宅の用途に供する

部分を除く。）」を加える。 

第３条の２第１項の表（い）の欄中「特定用途」の次に「（共同住宅を除く。）」を加え、

同表（う）の欄中「店舗の用に供する部分の」を「店舗の用途に供する部分の」に、「店舗

の用に供する部分を」を「店舗及び共同住宅の用途に供する部分を」に改め、同条第２項中

「特定部分」の次に「（共同住宅の用途に供する部分を除く。）」を加える。 
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第４条第１項の表（あ）の欄中「特定用途」の次に「（共同住宅を除く。）」を加え、同

表（い）の欄及び（う）の欄中「特定部分」の次に「（共同住宅の用途に供する部分を除く

。）」を加え、同条第２項中「特定部分」の次に「（共同住宅の用途に供する部分を除く。

）」を加え、同条に次の１項を加える。 

３ 商業地域内において、共同住宅の用途に供する部分の延べ面積が2,000平方メートルを

超え、かつ、共同住宅の戸数が50戸を超える建築物を新築しようとする者は、共同住宅の

戸数に対して100戸までごとに１台以上の自動車を収容することができる荷さばきのため

の駐車施設を建築物又は建築物の敷地内に設けるよう努めなければならない。 

第５条中「前条」を「前条第１項若しくは第２項」に、「台数は」を「台数又は同条第３

項の規定により設けるよう努めなければならない荷さばきのための駐車施設に収容すべき自

動車の台数は」に改める。 

第５条の２中「自動二輪車の台数」の次に「を超える台数の自動二輪車を収容することが

できる駐車施設を設ける場合には、当該超える台数」を加える。 

第７条第２項中「車いす利用者」を「車椅子利用者」に改め、同項第１号中「場合 当該

」を「場合であつて、当該」に、「に100分の１」を「が200台以下のとき 当該収容すべき

自動車の台数に100分の２」に改め、同項中第２号を第３号とし、第１号の次に次の１号を

加える。 

⑵ 当該建築物を新築しようとする場合であつて、当該建築物の駐車施設に収容すべき自

動車の台数が200台を超えるとき 当該収容すべき自動車の台数に100分の１を乗じて得

た台数（当該台数に１未満の端数があるときは、当該端数を切り上げて得た台数）に２

を加えた台数 

第７条第４項中「第４条」を「第４条第１項若しくは第２項」に改め、「駐車施設」の次

に「又は同条第３項の規定により設けるよう努めなければならない荷さばきのための駐車施

設」を加える。 

第８条第２項中「第４項」を「第４条第１項若しくは第２項」に、「駐車施設の整備」を

「駐車施設又は同条第３項の規定により設けるよう努めなければならない荷さばきのための

駐車施設の整備」に改める。 

第10条の次に次の１条を加える。 

（既存建築物における駐車施設等） 

第10条の２ 第３条から第４条まで又は第８条から第８条の３までの規定により設けられ 

た駐車施設の所有者又は管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該駐車施設

に収容すべき自動車又は自動二輪車の台数について、必要とされる台数を確保した上で、

当該駐車施設に収容すべき自動車又は自動二輪車の台数を減じ、又は当該駐車施設の全部

若しくは一部の位置を変更することができる。 
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⑴ 駐車施設の利用状況に応じて、設けた駐車施設と異なる規模の駐車施設（自転車の

安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律（昭和55年法律第

87号）第２条第２号に規定する自転車等の駐車のための施設を含む。）を設けるため

に、市長が定める範囲で、駐車施設に収容すべき自動車又は自動二輪車の台数を減じ

る場合 

⑵ 前号に定めるもののほか、市長が当該駐車施設に収容すべき自動車又は自動二輪車

の台数を減じ、又は当該駐車施設の全部若しくは一部の位置を変更することに支障が

ないと認める場合 

２ 前項の適用を受ける場合は、あらかじめ規則で定めるところにより市長に届け出なけ

ればならない。 

３ 第１項の適用を受けた駐車施設については、前条の規定を準用する。 

第12条中「第４条」の次に「（第３項を除く。）」を加える。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ この条例による改正後の福岡市建築物における駐車施設の附置等に関する条例（以下「

改正後の条例」という。）第５条の２並びに第７条第２項第１号及び第２号の規定は、こ

の条例の施行の日から起算して６月を経過した日以後に新築、増築又は特定部分（改正後

の条例第３条第１項の表駐車場整備地区等の部建築物の全部又は一部を特定用途（法第20

条第１項に規定する特定用途をいう。以下同じ。）（共同住宅を除く。）に供するものの

項に規定する特定部分をいう。以下同じ。）（共同住宅の用途に供する部分を除く。）の

延べ面積の増加を伴う用途変更（改正後の条例第３条第２項に規定する用途変更をいう。

以下同じ。）のための大規模の修繕等（同項に規定する大規模の修繕等をいう。以下同じ

。）の工事に着手した建築物について適用し、同日前に新築、増築又は特定部分の延べ面

積の増加を伴う用途変更のための大規模の修繕等の工事に着手した建築物については、な

お従前の例による。 
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議案第 76号の説明資料 

  福岡市建築物における駐車施設の附置等に関する条例の一部を改正する条例案 

１ 改正の理由 

 近年、超高層共同住宅の増加や宅配需要の増加等の社会経済状況の変化により、国が

駐車場法施行令の一部を改正し駐車需要を生じさせる程度の大きい用途（以下、特定用

途という）として共同住宅を追加したことに伴い、本市における自動車等の駐車需要に

あわせた駐車施設を附置すべき台数を改める必要があるもの。 

２ 主な改正内容 

(1) 附置義務台数の算定式の変更

国が示した標準駐車場条例と同様とする（改正施行令により共同住宅が特定用途とな

るが算定式は非特定用途と同じとする）。

現行 改正案

(2) 荷さばきのための駐車施設の変更

共同住宅における荷さばき駐車場の設置は努力義務とする。

現行 改正案

※共同住宅の用途に供する部分の延べ面積が 2,000平方メー
トルを超え、かつ、共同住宅の戸数が 50戸を超える建築
物を新築しようとする者は荷さばき駐車場の設置に努めな
ければならないとする。

対象 
地区 

商業地域・近隣商業地域 
・駐車場整備地区

対象 
用途 

特定用途 非特定用途 

施行令第 18条 
（共同住宅除く） 

共同住宅 
特定用途以外の
もの（保育園
等） 

対象 
規模 

特定用途(共同住
宅除く)の延べ面
積(a)が 1,500㎡を
超えるもの 

共同住宅及び非特定用途の延
べ床面積(b)が 2,000 ㎡を超
えるもの 

必要 
台数 

(a)－1,500㎡ 
300㎡ 

(b)－2,000㎡ 
450㎡ 

対象 
地区 

商業地域・近隣商業地域 
・駐車場整備地区

対象 
用途 

特定用途 非特定用途 

施行令第 18条 
（百貨店その他の
店舗、事務所等） 

特定用途以外のも
の（共同住宅、保
育園等） 

対象 
規模 

特定用途の延べ面
積(a)が 1,500 ㎡を
超えるもの 

非特定用途の延べ
床面積(b)が 2,000
㎡を超えるもの 

必要 
台数 

(a)－1,500㎡ 
300㎡ 

(b)－2,000㎡ 
450㎡ 

対象 
地区 

商業地域 

対象 
用途 

特定用途 

施行令第 18条（共同住宅除く） 
(百貨店その他の店舗、事務所等) 

対象 
規模 

特定用途（共同住宅除く）の 
延べ面積(a)が 2,000㎡を超えるもの 

必要 
台数 

(a) 
6,000㎡ 

対象 
地区 

商業地域 

対象 
用途 

特定用途 

施行令第 18条 
(百貨店その他の店舗、事務所等) 

対象 
規模 

特定用途の 
延べ面積(a)が 2,000㎡を超えるもの 

必要 
台数 

 (a) 
6,000㎡ 

(下線部分が改正箇所) 

(下線部分が改正箇所) 
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(3) 既存附置義務駐車施設の振替・緩和の追加

乗用車用の駐車施設が余剰となっている一方、荷さばき用や自動二輪車用の駐車施

設が不足している場合など、乗用車用駐車場から荷さばき駐車場等への振替を新たに

認めることとする。

また、共同住宅の駐車場においては、利用実績により余剰が生じていると認められ、

所有者の同意がある場合について、余剰台数分の附置義務台数の緩和（減少）を新たに

認めることとする。

(4) 車椅子利用者のための駐車施設の変更

バリアフリー法施行令及び福祉のまちづくり条例施行規則と同様とする。

現行                   改正案

３ 施行期日 

令和８年４月１日 

４ 福岡市建築物における駐車施設の附置等に関する条例新旧対照表 

（下線部分が改正部分） 

旧 新 

 （趣旨） 

第１条～第２条 （略） 

（駐車施設の附置） 

第３条 次の表の(あ)欄に掲げる地区又は地域内

において、(い)欄に掲げる用途に供する建築物

であつて(う)欄に掲げる規模のものを新築しよ

うとする者は、(え)欄により算定した台数以上

の自動車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第

３条に規定する大型自動二輪車及び普通自動二

輪車(いずれも側車付きのものを除く。以下「自

動二輪車」という。)を除く。以下同じ。)を収

容することができる駐車施設を建築物又は建築

物の敷地内に設けなければならない。ただし、

義務教育諸学校その他規則で定めるものの用に

供する建築物で、市長が特に認めるものについ

ては、この限りでない。 

（趣旨） 

第１条～第２条 （略） 

（駐車施設の附置） 

第３条 次の表の(あ)欄に掲げる地区又は地域内

において、(い)欄に掲げる用途に供する建築物

であつて(う)欄に掲げる規模のものを新築しよ

うとする者は、(え)欄により算定した台数以上

の自動車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第

３条に規定する大型自動二輪車及び普通自動二

輪車(いずれも側車付きのものを除く。以下「自

動二輪車」という。)を除く。以下同じ。)を収

容することができる駐車施設を建築物又は建築

物の敷地内に設けなければならない。ただし、

義務教育諸学校その他規則で定めるものの用に

供する建築物で、市長が特に認めるものについ

ては、この限りでない。 

対象 
用途 

附置義務条例施行規則第３条 
（病院、百貨店その他の店舗、映

画館、集会所、遊技場 等） 

必要 
台数 

附置義務総台数の 1/100 
※小数点以下切上げ

対象 
用途 

附置義務条例施行規則第３条 
（病院、百貨店その他の店舗、映画館、 

集会所、遊技場 等） 

必要 
台数 

全駐車場台数 200台以下の場合 
附置義務総台数の 2/100 

全駐車場台数 200台を超える場合 
附置義務総台数の 1/100+2台以上 

※小数点以下切上げ

(下線部分が改正箇所) 
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旧 新 

(あ) (い) (う) (え) 

地区又

は地域 

建築物の用

途 

建築物の規模 駐車施設の規模 

駐車場

整備地

区等 

建築物の全

部又は一部

を特定用途

に供するも

の 

特定用途に供

する部分(以下

「特定部分」

という。)の延

べ面積(駐車施

設の用途に供

する部分の床

面積の合計を

除き、観覧場

にあつては屋

外観覧席の部

分の面積を含

む 。 以 下 同

じ。)と特定用

途以外の用途

(以下「非特定

用 途 」 と い

う。)に供する

部分(以下「非

特定部分」と

いう。)の延べ

面積に4分の3

を乗じて得た

面積との合計

の面積が1,500

平方メートル

を超えるもの 

延べ面積が1,50

0平方メートル

を超える部分の

面積に対してA

平方メートルま

でごとに1台 

建築物の全

部を非特定

用途に供す

るもの 

延べ面積が2,0

00平方メート

ルを超えるも

の

延べ面積が2,00

0平方メートル

を超える部分の

面積に対して45

0平方メートル

までごとに1台 

周辺地

区又は

自動車

ふくそ

う地区 

建築物の全

部又は一部

を特定用途

に供するも

の 

特定部分の延

べ面積が2,000

平方メートル

を超えるもの 

特定部分の延べ

面積が2,000平

方メートルを超

える部分の面積

に対して300平

方メートルまで

ごとに1台 

(あ) (い) (う) (え) 

地区又

は地域 

建築物の用

途 

建築物の規模 駐車施設の規模 

駐車場

整備地

区等 

建築物の全

部又は一部

を特定用途

（法第20条

第１項に規

定する特定

用 途 を い

う。以下同

じ。）(共

同住宅を除

く。)に供

するもの 

特定用途に供

する部分(以下

「特定部分」

という。)（共

同住宅の用途

に供する部分

を除く。）の

延べ面積(駐車

施設の用途に

供する部分の

床面積の合計

を除き、観覧

場にあつては

屋外観覧席の

部分の面積を

含む。以下同

じ。)と共同住

宅の用途及び

特定用途以外

の用途（以下

「 非 特 定 用

途 」 と い

う。）に供す

る部分の延べ

面積に4分の3

を乗じて得た

面積との合計

の面積が1,500

平方メートル

を超えるもの 

延べ面積が1,50

0平方メートル

を超える部分の

面積に対してA

平方メートルま

でごとに1台 

建築物の全

部を共同住

宅の用途及

び非特定用

途に供する

もの 

延べ面積が2,0

00平方メート

ルを超えるも

の

延べ面積が2,00

0平方メートル

を超える部分の

面積に対して45

0平方メートル

までごとに1台 

周辺地

区又は

自動車

ふくそ

う地区 

建築物の全

部又は一部

を特定用途

(共同住宅

を除く。)

に供するも

の 

特定部分(共同

住宅の用途に

供する部分を

除く。)の延べ

面積が2,000平

方メートルを

超えるもの 

特定部分(共同

住宅の用途に供

する部分を除

く。)の延べ面

積が2,000平方

メートルを超え

る部分の面積に

対して300平方

メートルまでご

とに1台
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旧 新 

備考 (え)欄に規定するAは、次の式により算定

して得た数値とする。 

A＝300＋   ×150 

２ 前項の表の(あ)欄に掲げる地区又は地域内に

おいて、(う)欄に掲げる規模の建築物又は増築

をし、若しくは特定部分の延べ面積の増加を伴

う建築物の部分の用途の変更(以下「用途変更」

という。)のための建築基準法(昭和25年法律第

201号)第2条第14号に規定する大規模の修繕若し

くは同条第15号に規定する大規模の模様替(以下

「大規模の修繕等」という。)をすることにより

当該規模となる建築物について、増築又は特定

部分の延べ面積の増加を伴う用途変更のための

大規模の修繕等をしようとする者は、第1号に掲

げる台数から第2号に掲げる台数を減じて得た台

数以上の自動車を収容することができる駐車施

設を当該増築又は大規模の修繕等をした後の建

築物又は建築物の敷地内に設けなければならな

い。この場合においては、前項ただし書の規定

を準用する。 

⑴・⑵ （略） 

第３条の２ 次の表の(あ)欄に掲げる地区又は地

域内において、(い)欄に掲げる用途に供する建

築物であつて(う)欄に掲げる規模のものを新築

しようとする者は、(え)欄により算定した台数

を合計した台数以上の自動二輪車を収容するこ

とができる駐車施設を建築物又は建築物の敷地

内に設けなければならない。ただし、規則で定

めるものの用に供する建築物で、市長が特に認

めるものについては、この限りでない。 

(あ) (い) (う) (え) 

地区又は地

域 

建築物の用

途 

建築物の規

模 

駐車施設の

規模 

商業地域、

近隣商業地

域 

建築物の全

部又は一部

を特定用途

に供するも

の 

百貨店その

他の店舗の

用に供する

部分の延べ

面積が3,000

平方メート

ルを超える

もの

延べ面積に

対して3,000

平方メート

ルまでごと

に1台

特定部分(百

貨店その他

延べ面積に

対して5,000

備考 (え)欄に規定するAは、次の式により算定

して得た数値とする。 

A＝300＋ 

×150 

２ 前項の表の(あ)欄に掲げる地区又は地域内に

おいて、(う)欄に掲げる規模の建築物又は増築

をし、若しくは特定部分（共同住宅の用途に供

する部分を除く。）の延べ面積の増加を伴う建

築物の部分の用途の変更(以下「用途変更」とい

う。)のための建築基準法(昭和25年法律第201

号)第2条第14号に規定する大規模の修繕若しく

は同条第15号に規定する大規模の模様替(以下

「大規模の修繕等」という。)をすることにより

当該規模となる建築物について、増築又は特定

部分（共同住宅の用途に供する部分を除く。）

の延べ面積の増加を伴う用途変更のための大規

模の修繕等をしようとする者は、第1号に掲げる

台数から第2号に掲げる台数を減じて得た台数以

上の自動車を収容することができる駐車施設を

当該増築又は大規模の修繕等をした後の建築物

又は建築物の敷地内に設けなければならない。

この場合においては、前項ただし書の規定を準

用する。 

⑴・⑵ （略） 

第３条の２ 次の表の(あ)欄に掲げる地区又は地

域内において、(い)欄に掲げる用途に供する建

築物であつて(う)欄に掲げる規模のものを新築

しようとする者は、(え)欄により算定した台数

を合計した台数以上の自動二輪車を収容するこ

とができる駐車施設を建築物又は建築物の敷地

内に設けなければならない。ただし、規則で定

めるものの用に供する建築物で、市長が特に認

めるものについては、この限りでない。 

(あ) (い) (う) (え) 

地区又は地

域 

建築物の用

途 

建築物の規

模 

駐車施設の

規模 

商業地域、

近隣商業地

域 

建築物の全

部又は一部

を特定用途

(共同住宅を

除く。)に供

するもの 

百貨店その

他の店舗の

用途に供す

る部分の延

べ面積が3,0

00平方メー

トルを超え

るもの

延べ面積に

対して3,000

平方メート

ルまでごと

に1台 

特定部分(百

貨店その他

延べ面積に

対して5,000

非特定部分の延べ面積 

延べ面積
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旧 新 

の店舗の用

に供する部

分を除く。)

の延べ面積

が5,000平方

メートルを

超えるもの

平方メート

ルまでごと

に1台

２ 前項の表の(あ)欄に掲げる地区又は地域内に

おいて、(う)欄に掲げる規模の建築物又は増築

をし、若しくは特定部分の延べ面積の増加を伴

う用途変更のための大規模の修繕等をすること

により当該規模となる建築物について、増築又

は特定部分の延べ面積の増加を伴う用途変更の

ための大規模の修繕等をしようとする者は、第

１号に掲げる台数から第２号に掲げる台数を減

じて得た台数以上の自動二輪車を収容すること

ができる駐車施設を当該増築又は大規模の修繕

等をした後の建築物又は建築物の敷地内に設け

なければならない。 

⑴・⑵ （略） 

（荷さばきのための駐車施設の附置） 

第４条 商業地域内において、次の表の(あ)欄に

掲げる用途に供する建築物であつて(い)欄に掲

げる規模のものを新築しようとする者は、(う)

欄により算定した台数以上の自動車を収容する

ことができる荷さばきのための駐車施設を建築

物又は建築物の敷地内に設けなければならな

い。 

(あ) (い) (う) 

建築物の用途 建築物の規模 駐車施設の規模 

建築物の全部

又は一部を特

定用途に供す

るもの 

特定部分の延べ

面積が2,000平方

メートルを超え

るもの

特定部分の延べ面

積に対して6,000

平方メートルまで

ごとに1台 

２ 商業地域内において、前項の表の(い)欄に掲

げる規模の建築物又は増築をし、若しくは特定

部分の延べ面積の増加を伴う用途変更のための

大規模の修繕等をすることにより当該規模とな

る建築物について、増築又は特定部分の延べ面

積の増加を伴う用途変更のための大規模の修繕

等をしようとする者は、第1号に掲げる台数から

第2号に掲げる台数を減じて得た台数以上の自動

車を収容することができる荷さばきのための駐

の店舗及び

共同住宅の

用途に供す

る部分を除

く。)の延べ

面積が5,000

平方メート

ルを超える

もの

平方メート

ルまでごと

に1台 

２ 前項の表の(あ)欄に掲げる地区又は地域内に

おいて、(う)欄に掲げる規模の建築物又は増築

をし、若しくは特定部分(共同住宅の用途に供す

る部分を除く。)の延べ面積の増加を伴う用途変

更のための大規模の修繕等をすることにより当

該規模となる建築物について、増築又は特定部

分(共同住宅の用途に供する部分を除く。)の延

べ面積の増加を伴う用途変更のための大規模の

修繕等をしようとする者は、第１号に掲げる台

数から第２号に掲げる台数を減じて得た台数以

上の自動二輪車を収容することができる駐車施

設を当該増築又は大規模の修繕等をした後の建

築物又は建築物の敷地内に設けなければならな

い。 

⑴・⑵ （略） 

（荷さばきのための駐車施設の附置） 

第４条 商業地域内において、次の表の(あ)欄に

掲げる用途に供する建築物であつて(い)欄に掲

げる規模のものを新築しようとする者は、(う)

欄により算定した台数以上の自動車を収容する

ことができる荷さばきのための駐車施設を建築

物又は建築物の敷地内に設けなければならな

い。 

(あ) (い) (う) 

建築物の用途 建築物の規模 駐車施設の規模 

建築物の全部

又は一部を特

定用途(共同住

宅を除く。)に

供するもの 

特定部分(共同住

宅の用途に供す

る部分を除く。)

の延べ面積が2,0

00平方メートル

を超えるもの 

特定部分(共同住

宅の用途に供する

部分を除く。)の

延べ面積に対して

6,000平方メート

ルまでごとに1台 

２ 商業地域内において、前項の表の(い)欄に掲

げる規模の建築物又は増築をし、若しくは特定

部分（共同住宅の用途に供する部分を除く。）

の延べ面積の増加を伴う用途変更のための大規

模の修繕等をすることにより当該規模となる建

築物について、増築又は特定部分（共同住宅の

用途に供する部分を除く。）の延べ面積の増加

を伴う用途変更のための大規模の修繕等をしよ

うとする者は、第1号に掲げる台数から第2号に
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車施設を当該増築又は大規模の修繕等をした後

の建築物又は建築物の敷地内に設けなければな

らない。 

⑴・⑵ （略） 

第５条 前条の規定により設けなければならない

荷さばきのための駐車施設に収容すべき自動車

の台数は、第３条の規定により設けなければな

らない駐車施設に収容すべき自動車の台数に含

めることができる。 

（自動二輪車の台数に関する取扱い） 
第５条の２ 第３条の２の規定により設けなけれ

ばならない駐車施設に収容すべき自動二輪車の

台数を５で除した台数(当該台数に１未満の端数

があるときは、当該端数を切り捨てて得た台数)

は、第３条の規定により設けなければならない

駐車施設に収容すべき自動車の台数に含めるこ

とができる。 

第６条 （略） 

（駐車施設の規模及び構造） 

第７条 （略） 

２ 第３条の規定により駐車施設を設けなければ

ならない建築物のうち規則で定めるものについ

ては、当該建築物の駐車施設に収容すべき自動

車の台数のうち次の各号に掲げる区分に従い当

該各号に定める台数以上の台数に係る駐車の用

に供する部分を車いす利用者のための駐車の用

に供する部分とするものとし、その幅は、前項

の規定にかかわらず、駐車台数１台につき、3.5

メートル以上としなければならない。 

（1） 当該建築物を新築しようとする場合 当該

建築物の駐車施設に収容すべき自動車の台数に

100分の１を乗じて得た台数(当該台数に１未満

の端数があるときは、当該端数を切り上げて得

た台数)

掲げる台数を減じて得た台数以上の自動車を収

容することができる荷さばきのための駐車施設

を当該増築又は大規模の修繕等をした後の建築

物又は建築物の敷地内に設けなければならな

い。 

⑴・⑵ （略） 

３ 商業地域内において、共同住宅の用途に供す

る部分の延べ面積が2,000平方メートルを超え、

かつ、共同住宅の戸数が50戸を超える建築物を

新築しようとする者は、共同住宅の戸数に対し

て100戸までごとに１台以上の自動車を収容する

ことができる荷さばきのための駐車施設を建築

物又は建築物の敷地内に設けるよう努めなけれ

ばならない。 

第５条 前条第１項若しくは第２項の規定により

設けなければならない荷さばきのための駐車施

設に収容すべき自動車の台数又は同条第３項の

規定により設けるよう努めなければならない荷

さばきのための駐車施設に収容すべき自動車の

台数は、第３条の規定により設けなければなら

ない駐車施設に収容すべき自動車の台数に含め

ることができる。 

（自動二輪車の台数に関する取扱い） 
第５条の２ 第３条の２の規定により設けなけれ

ばならない駐車施設に収容すべき自動二輪車の

台数を超える台数の自動二輪車を収容すること

ができる駐車施設を設ける場合には、当該超え

る台数を５で除した台数(当該台数に１未満の端

数があるときは、当該端数を切り捨てて得た台

数)は、第３条の規定により設けなければならな

い駐車施設に収容すべき自動車の台数に含める

ことができる。 

第６条 （略） 

（駐車施設の規模及び構造） 

第７条 （略） 

２ 第３条の規定により駐車施設を設けなければ

ならない建築物のうち規則で定めるものについ

ては、当該建築物の駐車施設に収容すべき自動

車の台数のうち次の各号に掲げる区分に従い当

該各号に定める台数以上の台数に係る駐車の用

に供する部分を車椅子利用者のための駐車の用

に供する部分とするものとし、その幅は、前項

の規定にかかわらず、駐車台数１台につき、3.5

メートル以上としなければならない。 

（1） 当該建築物を新築しようとする場合であつ

て、当該建築物の駐車施設に収容すべき自動車

の台数が200台以下のとき 当該収容すべき自動

車の台数に100分の２を乗じて得た台数(当該台

数に１未満の端数があるときは、当該端数を切
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（2） （略）

３ （略） 

４ 第４条の規定により設けなければならない荷

さばきのための駐車施設のうち駐車の用に供す

る部分の規模は、駐車台数１台につき、幅３メ

ートル以上、奥行7.7メートル以上、有効高さ３

メートル以上であり、自動車を安全に駐車さ

せ、かつ、円滑に出入りさせることができるも

のでなければならない。ただし、当該建築物の

構造又は敷地の状態から市長がやむを得ないと

認める場合においては、この限りでない。

５・６ （略） 

第８条 （略） 

２ 共同で荷さばきを行うための駐車施設を計画

的に整備し、及び活用することその他の代替措

置が第４条の規定により設けなければならない

荷さばきのための駐車施設の整備と同等以上の

効果があると市長が認めて承認した場合は、同

条の規定にかかわらず、当該駐車施設を設け

ず、若しくは当該駐車施設に収容すべき自動車

の台数を減じ、又は建築物及び建築物の敷地外

に当該駐車施設若しくは収容すべき自動車の台

数を減じた当該駐車施設を設けることができ

る。 

第８条の２～第10条 （略） 

り上げて得た台数) 

（2） 当該建築物を新築しようとする場合であつ

て、当該建築物の駐車施設に収容すべき自動車

の台数が200台を超えるとき 当該収容すべき自

動車の台数に100分の１を乗じて得た台数(当該

台数に１未満の端数があるときは、当該端数を

切り上げて得た台数) に２を加えた台数

（3） （略）

３ （略）

４ 第４条第１項若しくは第２項の規定により設

けなければならない荷さばきのための駐車施設

又は同条第３項の規定により設けるよう努めな

ければならない荷さばきのための駐車施設のう

ち駐車の用に供する部分の規模は、駐車台数１

台につき、幅３メートル以上、奥行7.7メートル

以上、有効高さ３メートル以上であり、自動車

を安全に駐車させ、かつ、円滑に出入りさせる

ことができるものでなければならない。ただ

し、当該建築物の構造又は敷地の状態から市長

がやむを得ないと認める場合においては、この

限りでない。 

５・６ （略） 

第８条 （略） 

２ 共同で荷さばきを行うための駐車施設を計画

的に整備し、及び活用することその他の代替措

置が第４条第１項若しくは第２項の規定により

設けなければならない荷さばきのための駐車施

設又は同条第３項の規定により設けるよう努め

なければならない荷さばきのための駐車施設の

整備と同等以上の効果があると市長が認めて承

認した場合は、同条の規定にかかわらず、当該

駐車施設を設けず、若しくは当該駐車施設に収

容すべき自動車の台数を減じ、又は建築物及び

建築物の敷地外に当該駐車施設若しくは収容す

べき自動車の台数を減じた当該駐車施設を設け

ることができる。 

第８条の２～第10条 （略） 

（既存建築物における駐車施設等） 

第10条の２ 第３条から第４条まで又は第８条か

ら第８条の３までの規定により設けられた駐車

施設の所有者又は管理者は、次の各号のいずれ

かに該当する場合は、当該駐車施設に収容すべ

き自動車又は自動二輪車の台数について、必要

とされる台数を確保した上で、当該駐車施設に

収容すべき自動車又は自動二輪車の台数を減

じ、又は当該駐車施設の全部若しくは一部の位

置を変更することができる。 

（1） 駐車施設の利用状況に応じて、設けた駐

車施設と異なる規模の駐車施設(自転車の安
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第11条 （略） 

（措置命令） 

第12条 市長は、第３条から第４条まで、第７

条、第８条から第８条の３まで及び第10条の規

定に違反した者に対して、相当の期間を定め

て、駐車施設の附置、原状回復、使用禁止、使

用制限その他当該違反を是正するために必要な

措置を命じることができる。 

以下略 

全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合

的推進に関する法律(昭和55年法律第87号)第

２条第２号に規定する自転車等の駐車のため

の施設を含む。)を設けるために、市長が定

める範囲で、駐車施設に収容すべき自動車又

は自動二輪車の台数を減じる場合 

（2） 前号に定めるもののほか、市長が当該駐

車施設に収容すべき自動車又は自動二輪車の

台数を減じ、又は当該駐車施設の全部若しく

は一部の位置を変更することに支障がないと

認める場合 

２ 前項の適用を受ける場合は、あらかじめ規則

で定めるところにより市長に届け出なければな

らない。 

３ 第１項の適用を受けた駐車施設については、

前条の規定を準用する。 

第11条 （略） 

（措置命令） 

第12条 市長は、第３条から第４条（第３項を除

く。）まで、第７条、第８条から第８条の３ま

で及び第10条の規定に違反した者に対して、相

当の期間を定めて、駐車施設の附置、原状回

復、使用禁止、使用制限その他当該違反を是正

するために必要な措置を命じることができる。 

以下略 
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（参考資料） 

１．附置義務条例施行規則等の主な改正内容について 

国が示した標準駐車場条例の改正などを踏まえ以下のとおり施行規則等を改正する。 

（１）公共交通利用促進措置による緩和

更なる公共交通への利用転換を図るため、低減率の上限を引き上げるとともに、

公共交通利用促進措置の追加及び実績が少ない措置の低減率を緩和する。

〇その他の公共交通利用促進措置等で、効果が期待されると認められる場合は、上限の範囲内で低減率を

加算する。

（例）・マイカー通勤規制とあわせたオフピークへの取組み +5％ 
・地下街などへの複数通路へ接続 +10％
・複数の鉄道駅と接続 +10％

公共交通利用促進措置 実績
低減率

現行 改正案

ａ．従業員のマイカー通勤の規制 16件 5％ 5％ 
ｂ．公共交通の時刻表の表示・冊子配布（啓発を含む） 16件 5％ 5％ 
ｃ．公共交通利用者への商品の割引サービスや特典の付与 0件 10％ 20％ 
ｄ．公共交通利用者への運賃の補助 0件 10％ 20％ 
ｅ．公共交通利用者への商品配送サービス 0件 10％ 20％ 
ｆ．鉄道駅やバス停からの送迎バスの実施 1件 10％ 20％ 
ｇ．鉄道駅への地下通路等の接続 12件 20％ 20％ 
ｈ．来街者手荷物預かりサービス - - 5％ 
ｉ．駐車場割引サービスの廃止等 - - 20％ 
（複数対策の合計）低減率上限 - 40％ 60％ 

対象エリア

(下線部分が改正箇所) 
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（２）集約駐車場への隔地

地域等の取組みによる集約駐車場への隔地についての要件を新たに追加する。

改正案

(１)当該敷地が自動車の出入口を設けてはならない部分のみに面している場合 
(２)当該敷地が歩行者専用道路など自動車の通行を制限する交通規制がある道路のみに面して

いる場合

(３)既存建築物の増改築等において、附置義務台数増加分を設置するスペースが無い場合 
(４)自己所有の土地・建物に駐車施設を設置する場合 
(５)当該敷地の間口が狭く、基準を満たす車路を設けられない場合 
(６)当該敷地の面積が 500平方メートル以下である場合 
(７)当該建築物の設計上、過度の負担を強いることになる場合 
(８)当該敷地内に駐車施設を確保することで、周辺交通への負荷が大きくなる場合 
(９)当該敷地前面に、電線共同溝の地上機器など、移設困難な工作物等があり、駐車施設の出

入を設けることができない場合

(10)地域でまちなみの連続性確保等に取り組んでおり、集約駐車場の活用が有効と認められる

場合

(11)その他市長が特にやむを得ないと認める場合 

(下線部分が改正箇所) 
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議案第77号

議案第77号 

福岡市自転車等駐車場の附置及び建設奨励に関する条例の一部を改正する条例案 

上記の議案を提出する。 

令和８年２月24日 

福岡市長 髙  島  宗 一 郎 

理由 

この条例案を提出したのは、本市における自転車等の駐車需要の変化に対処するため、複

数の施設に係る自転車等の駐車場の設置に関する特例の要件を緩和する等の必要があるによ

る。 

福岡市自転車等駐車場の附置及び建設奨励に関する条例の一部を改正する条例 

 福岡市自転車等駐車場の附置及び建設奨励に関する条例（昭和57年福岡市条例第25号） 

の一部を次のように改正する。 

第９条の２第１項中「設置しなければならない」の次に「施設を含む」を加え、「（同

一の街区内に存するものに限る。以下この項において同じ。）」を削り、「及びその敷地

の外（当該２以上の施設が存する街区内に限る。次項及び第３項において同じ。）に」を

「若しくはその敷地内又はその敷地の外に一団として」に改める。 

第10条を同条第２項とし、同条に第１項として次の１項を加える。 

建築基準法第85条に規定する仮設建築物を新築し、増築し、又は当該仮設建築物の用 

途を変更しようとする者については、この条例の規定は適用しない。 

附 則  

 この条例は、令和８年４月１日より施行する。 
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議案第 77号の説明資料 

  福岡市自転車等駐車場の附置及び建設奨励に関する条例の一部を改正する条例案 

１ 改正の理由 

 本市における自転車等の駐車需要の変化に対処するため、自転車等駐車場（以下、

「附置義務駐輪場」という。）の設置の特例基準の緩和をするとともに、自転車等の駐

車を附置すべき施設の対象から仮設建築物等を除外する必要があるもの。 

２ 改正内容 

(1) 附置義務駐輪場の設置の特例基準の変更

建物の敷地内に設置すべき附置義務駐輪場について、敷地外に設置できる特例の条

件を緩和し、任意に設置した駐輪場や異なる街区にある駐輪場も対象として認めるこ

ととする。 

【現 行】同一街区内で附置義務駐輪場を一団として合理的な場合に敷地外設置が可能

【改正案】２以上の駐輪場を一団として合理的な場合に敷地外設置が可能

申請建築物からの敷地外設置（例） 旧（現行） 新（改正案）

Ａ建築物（義務設置・同一街区） 〇 〇

Ｂ建築物（任意設置・同一街区） × 〇

Ｃ建築物（義務設置・異なる街区） × 〇

凡例 
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(2) 自転車等の駐車を附置すべき施設の適用除外の追加

仮設建築物の取り扱いを明確化するもの。 

【現 行】附置義務駐輪場の適用除外に「仮設建築物」が明記されていない 

【改正案】附置義務駐輪場の適用除外に「仮設建築物」を明記

  （附置義務駐車場と同様の取扱い）

３ 施行期日 

令和８年４月１日 

４ 福岡市自転車等駐車場の附置及び建設奨励に関する条例新旧対照表 

（下線部分が改正部分） 

旧 新 

（趣旨） 

第１条 ～ 第９条 （略） 

(自転車等駐車場の設置の特例) 

第９条の２ 第３条から第６条までの規定により

自転車等駐車場を設置しなければならない２以

上の施設(同一の街区内に存するものに限る。以

下この項において同じ。)が存する地区又は地域

の地形及び交通事情等に照らして、当該２以上

の施設に係る自転車等駐車場を一団として設置

することが合理的であると認められるときは、

これらの規定にかかわらず、当該２以上の施設

及びその敷地の外(当該２以上の施設が存する街

区内に限る。次項及び第３項において同じ。)に

自転車等駐車場を設置することができる。 

２・３ （略） 

(適用の除外) 

第10条  

（略） 

以下略 

（趣旨） 

第１条 ～ 第９条 （略） 

(自転車等駐車場の設置の特例) 

第９条の２ 第３条から第６条までの規定により

自転車等駐車場を設置しなければならない施設

を含む２以上の施設が存する地区又は地域の地

形及び交通事情等に照らして、当該２以上の施

設に係る自転車等駐車場を一団として設置する

ことが合理的であると認められるときは、これ

らの規定にかかわらず、当該２以上の施設若し

くはその敷地内又はその敷地の外に一団として

自転車等駐車場を設置することができる。 

２・３ （略） 

(適用の除外) 

第10条 建築基準法第85条に規定する仮設建築物を

新築し、増築し、又は当該仮設建築物の用途を

変更しようとする者に対しては、この条例の規

定は適用しない。 

２ （略） 

以下略 
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15%

35%
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令和８年度　道路下水道局組織編成案

令和８年度　（８．４．１現在）令和７年度　（７．４．１現在）

111 下 水 道 施 設 部

道 路 下 水 道 局 455

理 事 1

総 務 部 37

総 務 課 7 （総務係、広報・調整係）

政 策 調 整 課 6 （政策調整係、主査） 

経 理 課 13 （財務第１・第２係、会計係） 

河 川 課 18 （管理係、設備係、建設第１・第２係）

下 水 道 料 金 課 10 （使用料・負担金係、収納・整理係）

西 部 下 水 道 課 19 （第１・第２・第３係）

管 理 部 67

中 部 下 水 道 課 22 （第１・第２・第３係、主査）

路 政 課 18 （管理係、認定・台帳係、用地係）

建 設 推 進 課 10 （第１・第２係）

自 転 車 課 10 （施設計画係、駐輪対策係）

建 設 部 128

（道路利活用推進係、開発指導係、
　無電柱化推進係）

駐 車 場 施 設 課 6 （計画係、管理係）

自 転 車 課

道 路 計 画 課

道 路 維 持 課 13 （調整係、ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ係、電気施設係）

14 （第１・第２・第３係、主査）

（用地管理係、下水道係、管路係、
　排水設備係、主査　）

（道路利活用推進係、開発指導係、
　無電柱化推進係）

（用地管理係、下水道係、管路係、
 排水設備係、主査　）下 水 道 管 理 課 19

道路利活用推進課 8

54

19

計 画 部 56

道 路 維 持 課 13

道路利活用推進課 8

10 （施設計画係、駐輪対策係）

駐 車 場 施 設 課 6 （計画係、管理係）

（調整係、ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ係、電気施設係）

下 水 道 管 理 課

計 画 部

（調整係、事業推進係）

道 路 計 画 課 12 （第１・第２・第３係）

管 理 部 67

路 政 課 18 （管理係、認定・台帳係、用地係）

10 （企画係、事業計画係、技術係）

下 水 道 計 画 課 9 （計画係、資源活用係、 主査）

高速道路推進課 7 （調整係、事業推進係） 高速道路推進課 7

下 水 道 企 画 課 10 （企画係、事業計画係、技術係）

河 川 計 画 課 7 （調整係、計画係）

下 水 道 計 画 課 9 （計画係、資源活用係、 主査）

下 水 道 企 画 課

建 設 部 128

河 川 計 画 課 7 （調整係、計画係）

建 設 推 進 課 10 （第１・第２係）

東 部 道 路 課 21 （建設第１・第２・第３係、改築係　） 東 部 道 路 課 20 （建設第１・第２・第３係、改築係　）

西 部 道 路 課 18 （建設第１・第２・第３係、改築係　） 西 部 道 路 課 18 （建設第１・第２・第３係、改築係　）

東 部 下 水 道 課 20 （第１・第２・第３係） 東 部 下 水 道 課 20 （第１・第２・第３係）

中 部 下 水 道 課 21 （第１・第２・第３係、主査）

河 川 課 18 （管理係、設備係、建設第１・第２係）

西 部 下 水 道 課 19 （第１・第２・第３係）

（総務係、広報・調整係）

（政策調整係、主査） 

（財務第１・第２係、会計係） 

下 水 道 料 金 課 10 （使用料・負担金係、収納・整理係）

施 設 調 整 課 14

457

1

37

7

6

経 理 課 13

下 水 道 施 設 部

（管理係、操作第１・第２・第３係、水質係）

施 設 整 備 課 21 （土木係、建築係、機械係、電気係）

水 質 管 理 課 15 （水質指導係、水質管理係、水質試験係）

西部水処理ｾﾝﾀｰ 17

和白水処理ｾﾝﾀｰ 11 （管理係、操作係、水質係）

東部水処理ｾﾝﾀｰ 15 （管理係、操作第１・第２係、水質係）

中部水処理ｾﾝﾀｰ 17

用 地 調 整 課 11 （管理・収用係、補償指導係）

公共施設用地課 2 （用地補償係）

東 部 用 地 課 15 （用地第１・第２係、補償係）

中 部 用 地 課 13 （用地第１・第２係、補償係）

西 部 用 地 課 14 （用地第１・第２係、補償係）

用 地 部 56

道 路 下 水 道 局

理 事

総 務 部

総 務 課

政 策 調 整 課

111

施 設 調 整 課 14

施 設 整 備 課 21 （土木係、建築係、機械係、電気係）

（施設調整係、整備計画係、
　再生水推進係、主査）

水 質 管 理 課 15

東部水処理ｾﾝﾀｰ 15 （管理係、操作第１・第２係、水質係）

（水質指導係、水質管理係、水質試験係）

11 （管理・収用係、補償指導係）

中部水処理ｾﾝﾀｰ 17 （管理係、操作第１・第２・第３係、水質係）

西部水処理ｾﾝﾀｰ 17 （管理係、操作第１・第２係、水質係、
　新西部操作係、主査）

（用地補償係）

東 部 用 地 課 15 （用地第１・第２係、補償係）

和白水処理ｾﾝﾀｰ 11 （管理係、操作係、水質係）

用 地 部 56

用 地 調 整 課

（施設調整係、整備計画係、
　再生水推進係、主査）

（管理係、操作第１・第２係、水質係、
　新西部操作係、主査）

中 部 用 地 課 13 （用地第１・第２係、補償係）

西 部 用 地 課 14 （用地第１・第２係、補償係）

公共施設用地課 2

（公共施設用地課長を兼務）

1理事 6部 34課 99係 6主査

※会計年度任用職員 89名

（公共施設用地課長を兼務）

1理事 6部 34課 99係 7主査
※会計年度任用職員 91名

（用地調整課長が兼務）（用地調整課長が兼務）

下線：変更等
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